
【特定個人情報保護委員会提出分】

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

山口県知事

 特定個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項

・山口県は「地方税に関する事務」を行うために「税務システム」を使用している。
・税務システムに係る運用管理業務を外部業者に委託しているが、不正入手・不正使用対策として
「受託業務取扱いに係る自己評価シート」の提出を求め、情報セキュリティ遵守状況を確認してい
る。
・税務事務の一部を外部委託しているが、「業務マニュアル」及び「業務責任者等報告書」の届出を
求め、業務手順等及び責任者や従事者を確認することで、個人情報の管理状況を確認している。
・内部による不正利用の防止のため、システム操作者に守秘義務を課し、ＩＣカード、ＩＤ及びパスワー
ドにより操作者を限定、追跡調査のためコンピュータの使用記録を保存、照会範囲を限定、端末ＰＣ
はＩＣカードセキュリティシステムにより、端末データを持ち出せないなどの対策を講じている。
・外部からの不正アクセス対策に当たっては、税務システムで管理するファイアウォールによる専用
回線内の通信制御、山口県が管理するファイアウォールによる外部からの厳重な通信制御、侵入検
知システムによる侵入検知等の厳格な不正アクセス対策を講じている。

[平成26年４月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

税務システム　全項目評価書

評価書番号

1

  平成26年12月5日

　山口県は、税務システムにおける特定個人情報ファイルの取扱いにあた
り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に
影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態
を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプラ
イバシー等の権利の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名
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項目一覧

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

2 / 30



Ⅰ 基本情報

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満]

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 地方税に関する事務

 ②事務の内容　※

地方税その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税のうち県税の賦課徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの
１．納税者からの申告及び届出等による課税管理業務
　　（個人事業税、不動産取得税、自動車税、自動車取得税、産業廃棄物税等）
２．収納及び課税の情報による収納、還付、充当等を行う収納管理業務
３．滞納者情報による督促状等送付や滞納整理を行う滞納管理業務
４．納税者の宛名情報の特定や突合を行う共通宛名管理業務

※納税者からの申告・届出又は調査により課税し、納税通知書等を送付するとともに、納税者が納付し
た税金を県の歳入として受け入れ、納付額が課税額より多い場合は超過額を還付、納税者からの納付
がない場合や納付額が課税額より少ない場合は督促を行った後、滞納整理を行う。
①納税者から提出される申告書等を受け付け、確認を行う。
②納税者からの情報により、減免決定等の確認を行う。
③②について、番号法別表第二に基づき、情報提供ネットワークシステム（中間サーバー及び統合宛名
管理システム）と連携して、各種関係情報保有機関が保有する特定個人情報について、情報照会を行
う。
④必要に応じて納税者や申告書等の内容について、調査を行う。
⑤②及び③により決定した減免決定について、納税者に減免決定通知書等を送付する。
⑥①～④により課税した内容について、納税者に納税通知書を送付する。
⑦納税者が納付書により納付したことについて、金融機関からの領収済通知書により確認する。
⑧納付額が課税額より多い場合は超過額を還付のうえ、納税者に還付通知書を送付する。
⑨納税者からの納税証明書交付申請書を受け付け、確認を行う。
⑩⑨に係る納税証明書を納税者に交付する。
⑪納税者からの納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、納税者に督促状を送付する。
⑫督促した納税者から納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、滞納整理を行う。
（※詳細は、「（別添１）事務の内容」を参照）

 ①システムの名称 税務システム

 ②システムの機能

地方税その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税のうち県税の賦課徴
収に関する電算処理
１．課税管理システム：課税、減免等の課税管理業務を行う。
２．収納管理システム：収納、還付、充当、納税証明等の収納管理業務を行う。
３．滞納管理システム：督促状送付や滞納整理等、滞納管理業務を行う。
４．共通宛名管理システム：納税者の宛名情報の管理業務を行う。
※「課税管理システム」「収納管理システム」「滞納管理システム」「共通宛名管理システム」の４システム
は、税務システム内業務別システム。

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1
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Ⅰ 基本情報

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （

[

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 中間サーバー

 ②システムの機能

中間サーバーは、情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）、既存システム、団体内統
合宛名システム等の各システムとデータの受け渡しを行うことで、符号の取得（※1）や各情報保有機関
で保有する特定個人情報の照会と提供等の業務を実現する。
（※1）セキュリティの観点により、特定個人情報の照会と提供の際は、「個人番号」を直接利用せず「符
号」を取得して利用する。
１．符号管理機能：情報保有機関内で個人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」と、情報
照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」とを紐付け、その情報を保管・管理する機能。
２．情報照会機能：情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び
情報提供受領（照会した情報の受領）を行う機能。
３．情報提供機能：情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情
報（連携対象）の提供を行う機能。
４．既存システム接続機能：中間サーバーと既存システム、団体内統合宛名システム及び住基システム
との間で情報照会内容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等につい
て連携するための機能。
５．情報提供等記録管理機能：特定個人情報（連携対象）の照会、又は提供があった旨の情報提供等記
録を生成し、管理する機能。
６．情報提供データベース管理機能：特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。
７．データ送受信機能：中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間
で情報照会、情報提供、符号取得のための情報等について連携するための機能。
８．セキュリティ管理機能：セキュリティを管理する機能。
９．職員認証・権限管理機能：中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた
各種機能や特定個人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。
１０．システム管理機能：バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼働状況の通知、保管期限切れ情
報の削除を行う機能。

○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2

 ①システムの名称 統合宛名管理システム

 ②システムの機能

１．宛名番号付番機能：団体内統合宛名番号が未登録の個人について、新規に団体内統合宛名番号を
付番する機能。
２．宛名情報等管理機能：団体内統合宛名システムにおいて宛名情報を団体内統合宛名番号、個人番
号とひも付けて保存し、管理する機能。
３．中間サーバー連携機能：中間サーバー又は中間サーバー端末からの要求に基づき、団体内統合宛
名番号にひも付く宛名情報等を通知する機能。
４．既存システム連携機能：既存業務システムからの要求に基づき、個人番号又は団体内統合宛名番
号にひも付く宛名情報を通知する機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等
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Ⅰ 基本情報

 システム16～20

 システム11～15

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム6～10

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ※媒体での連携のため他のシステムとの接続はしていない。

] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 国税連携システム（ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム））

 ②システムの機能

国税連携システムでは、所得税確定申告書等に係るデータ（以下、「国税連携データ」という）が、国税庁
及びｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）から総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じて各地方公共団体
へ送信される。各地方公共団体では、国税連携システムを利用して、受信した国税連携データの管理、
検索、帳票表示、印刷、ダウンロード、団体間回送などを行うことができる。
１．確定申告データ（ｅ－ＴＡＸデータ、ＫＳＫデータ）ダウンロード機能
２．確定申告イメージデータ（ＫＳＫイメージデータ）ダウンロード機能
３．確定申告データの検索、印刷、ＸＭＬファイルのＣＳＶ変換機能
４．団体間回送機能（地方団体から他の地方団体に所得税申告書等データを回送する。）

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム（※都道府県サーバ部分について記載）

 ②システムの機能

１．本人確認情報の更新
：都道府県知事保存本人確認情報ファイルを最新の状態に保つため、市町村ＣＳを経由して通知された
本人確認情報の更新情報を元に当該ファイルを更新し、全国サーバに対して当該本人確認情報の更新
情報を通知する。
２．都道府県の執行機関への情報提供
：都道府県の執行機関による住基法に基づく情報照会に対応するため、照会のあった当該個人の個人
番号又は基本４情報等に対応付く本人確認情報を都道府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出
し、照会元に提供する。
３．本人確認情報の開示
：法律に基づく住民による自己の本人確認情報の開示請求に対応するため、当該個人の本人確認情報
を都道府県知事保存本人確認情報ファイルから抽出し、帳票に出力する。
４．機構への情報照会
：全国サーバに対して住民票コード、個人番号又は４情報の組合せをキーとした本人確認情報照会要求
を行い、該当する個人の本人確認情報を受領する。
５．本人確認情報検索
：代表端末又は業務端末において入力された４情報（氏名、住所、性別、生年月日）の組合せをキーに
都道府県知事保存本人確認情報ファイルを検索し、検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面
上に表示する。
６．本人確認情報整合
：都道府県知事保存本人確認情報ファイルの正確性を担保するため、市町村から本人確認情報を受領
し、当該本人確認情報を用いて当該ファイルに記録された本人確認情報の整合性確認を行う。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[
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Ⅰ 基本情報

 ８．他の評価実施機関

－

 ②法令上の根拠 番号法第１９条第７号　別表第二の２８の項

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 山口県総務部税務課

 ②所属長 税務課長　　郡　宜則

 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠 番号法第９条第１項　別表第一の１６の項

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

税務システムデータベースファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性
○県税の公平・公正な課税、徴収事務の効率化
・個人の特定、個人の宛名の突合を効率化するため。
・生活保護関係情報等により県税の減免事務等を効率化するため。

 ②実現が期待されるメリット

○県税の公平・公正な課税、納税者の利便性向上
・個人の特定、個人の宛名の突合の正確性の向上により、県税の公平・公正な課税につながる。
・生活保護関係情報等により、県税の減免等を受ける際に生活保護受給情報等の提示の必要がなくな
り、利便性が向上する。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定
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（別添1）事務の内容

 （別添1） 事務の内容

（備考）

納税者からの申告・届出又は調査により課税し、納税通知書等を送付するとともに、納税者が納付した税金を県の歳入として受け入
れ、納付額が課税額より多い場合は超過額を還付、納税者からの納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は督促を行った
後、滞納整理を行う。
①納税者から提出される申告書等を受け付け、確認を行う。
②納税者からの情報により、減免決定等の確認を行う。
③②について、番号法別表第二に基づき、情報提供ネットワークシステム（中間サーバー及び統合宛名管理システム）と連携して、各種
関係情報保有機関が保有する特定個人情報について、情報照会を行う。
④必要に応じて納税者や申告書等の内容について、調査を行う。
⑤②及び③により決定した減免決定について、納税者に減免決定通知書等を送付する。
⑥①～④により課税した内容について、納税者に納税通知書を送付する。
⑦納税者が納付書により納付したことについて、金融機関からの領収済通知書により確認する。
⑧納付額が課税額より多い場合は超過額を還付のうえ、納税者に還付通知書を送付する。
⑨納税者からの納税証明書交付申請書を受け付け、確認を行う。
⑩⑨に係る納税証明書を納税者に交付する。
⑪納税者からの納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、納税者に督促状を送付する。
⑫督促した納税者から納付がない場合や納付額が課税額より少ない場合は、滞納整理を行う。

納 税 者

共 通 宛 名 管 理 シ ス テ ム

課税管理ｼｽﾃﾑ

滞納管理ｼｽﾃﾑ

収納管理ｼｽﾃﾑ

市町

県民税

課税情報

（市町）

生活保護

受給情報

（厚政課）

障害者手帳

関係情報

（障害者支援課）

⑤
減
免
決
定
通
知
書
等
の
送
付

⑥
納
税
通
知
書
・
納
付
書
の
送
付

⑧
還
付
及
び
還
付
通
知
書
の
送
付

⑩
納
税
証
明
書
の
交
付

⑨
納
税
証
明
書
交
付
申
請

金
融
機
関

⑦
納
付
書

特定個人情報の流れ

業務の流れ

取得情報 保有関係機関

課税管理業務

収
納
管
理
業
務

滞
納
管
理
業
務

領
収
済
通
知
書

⑫
滞
納
整
理

統合宛名管理
システム

情報提供ネットワークシステム

（インターフェイスシステム）

中間サーバー

生活保護事務処理支援ｼｽﾃﾑ（厚政課）

障害者手帳ｼｽﾃﾑ（障害者支援課）

⑪
督
促
状
等
の
送
付

各県税事務所・税務課

②
情
報
提
供

①
申
告
書
等
受
付

税務システム（税務課）

生活保護情報

障害者手帳情報

所得税

確定申

告書等

データ
（国税庁）

国税連携

システム

③
情
報
照
会

住民票

調査

（市町）

住民

基本

台帳

ﾈｯﾄ

ﾜｰｸ

④
調
査
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Ⅱ ファイルの概要

] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

○ [ ○

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

 ⑥事務担当部署 山口県総務部税務課

 その妥当性

１．個人番号及びその他識別情報：対象者を正確に特定するために保有
２．4情報及び連絡先：①賦課決定に際し課税要件を確認するため、②納税通知書等の送付先を確認す
るため、③本人への連絡等のため
３．国税関係情報：課税調査対象者に関する情報を確認し、課税事務を行うため
４．地方税関係情報：地方税関係情報により税の軽減を行うため
５．障害者福祉関係情報：障害者に対する税の減額決定を行うため
６．生活保護・社会福祉関係情報：生活保護者に対する税の減額決定を行うため

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２７年１０月予定

[ ] その他 （

[

[

[ ] 雇用・労働関係情報 [

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

 ②対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

税務システムデータベースファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ [

○

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[

・業務関係情報

[

[

 ③対象となる本人の範囲　※ 納税者及び課税調査対象者

 その必要性 公平・公正な賦課、徴収を目的としているため、必要な範囲の特定個人情報を保有

 ④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[

[ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）
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Ⅱ ファイルの概要

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁（税務署） ）

）

] 本人又は本人の代理人

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

山口県総務部税務課、山口県の各県税事務所

 使用者数 [ 100人以上500人未満

 ⑤本人への明示

・特定個人情報である個人番号や基本４情報（氏名、住所、生年月日、性別）等の入手については、基
本的に本人から入手をすること。ただし、地方税法等で定められた情報については、その限りではない。
また、他の機関及び庁内連携又は情報提供ネットワークシステム（中間サーバー及び統合宛名管理シ
ステム）を通じた入手を行うことは番号法に明示されているとともに、窓口対応する場合は本人に口頭で
説明を行う。
・個人事業税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税の賦課に必要な情報は、地方税法第７２条の５
５及び５５の２、第７３条の１８、第１２２条、第１５２条等の規定により、入手することが明記されている。
・産業廃棄物税の賦課に必要な情報は、山口県産業廃棄物税条例第１０条及び第１４条の規定により、
入手することが明記されている。
・番号法第１９条各号の規定による特定個人情報の提供を制限されない場合の入手についても、明記さ
れている。

 ⑥使用目的　※ 県税の公平・公正な賦課、徴収事務の効率化

 変更の妥当性 －

 ③入手の時期・頻度

○定期的に入手する事務（毎年）
・個人事業税の課税に関する事務「年間を通して日次で入手」（※国税連携システムにより、国税庁から
ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）を経由して、電子データにより国税連携データを日次で受信してい
る。）
○個別的に対応する事務（随時）
・申告及び届出時「申請等を受け付けた都度」
・納税者の特定時「事務上、納税者の特定が必要な都度」

 ④入手に係る妥当性

○定期的に行う事務
・個人事業税を課税するため、国税連携システムにより、国税庁からｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）
を経由して、電子データで国税連携データを入手している。（地方税法第４６条第５項、第７２条の５９第１
項）
○個別的に対応する事務
・新規の申告又は届出等については、まず本人からの紙ベースの申告書及び届出書等を原則としてお
り、これを受け付けることにより、課税事務等に必要な情報を随時入手する。（番号法第９条第１項別表
第一の１６の項（地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定による
申告又は届出等））
・その後、必要に応じて、納税者としての判断材料となる申告及び届出等の情報の正確性確認を行うた
め、市町村又は庁内他部署を通じて納税者の情報の確認を随時行う。
・申告及び届出に関する事務のその後の事務として、県税の減免事務等があり、これについても本人か
らの申請を前提とするが、本人の申請に係る負担を軽減するため、減免事務に必要な情報を、市町村
又は庁内他部署又は情報提供ネットワークシステム（中間サーバー及び統合宛名管理システム）を通じ
て随時入手する。

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）、国税連携システム（ｅＬＴＡＸ（地方税ポー
タルシステム））

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ 他の都道府県、市町村 ）

[ ○

[ ○

[

[ ] 電子メール [

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ] 民間事業者 （ ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（ 厚政課、障害者支援課、市町課
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Ⅱ ファイルの概要

]

（ ）　件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

・地方税関係情報により税の軽減を行う。
・障害者に対する税の減額決定を行う。
・生活保護者に対する税の減額決定を行う。

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には入札結果として山口県ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社日立システムズ　山口支店

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

 対象となる本人の
範囲　※

県税に係る納税者及び課税調査対象者

 その妥当性
税務システムの再構築及び運用業務で実績がある委託先は、県税の公平・公正な賦課、徴収を目的と
して必要な範囲の特定個人情報を保有している税務システムの運用管理を行うため、県税に係る納税
者及び課税調査対象者の情報を取り扱う必要がある。

[ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ①委託内容
税務システム、地方税電子申告システム、国税連携システム及び軽油流通情報管理システムの運用管
理、バッチ処理、オンライン稼働監視、障害対応及び軽微な仕様変更等を行うシステム運用維持管理業
務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

2

 委託事項1 税務システム運用管理業務

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する

 ⑧使用方法　※

Ⅰ　課税管理に関する事務
　・　申告及び届出等による情報から課税管理業務を行う。
Ⅱ　収納管理に関する事務
　・　収納及び課税等の情報から収納、還付、充当などの収納管理業務を行う。
Ⅲ　滞納管理に関する事務
　・　滞納者情報等から滞納管理業務を行う。
Ⅳ　共通宛名管理に関する事務
　・　納税者の宛名情報の特定や突合を行い、共通宛名管理業務を行う。

 情報の突合　※

○Ⅰ　課税管理に関する事務
・県税の軽減等を行うため、本人から提出された軽減に係る申告書等の内容と、市町村又は情報提供
ネットワークシステムから入手した地方税関係情報との突合を行う。
・県税の減額決定等を行うため、本人から提出された減額に係る申告書等の内容と、庁内他部署又は
情報提供ネットワークシステムから入手した障害者関係情報又は生活保護関係情報との突合を行う。
○上記Ⅰ～Ⅲに係るⅣ　共通宛名管理に関する事務
・納税者の確認（納税者の特定等）を行うため、当該システムにおける宛名情報と、他の団体（市町村）、
庁内他部署、情報提供ネットワークシステムから入手した納税者関係情報の突合を行う。

 情報の統計分析
※

納税者の地方税情報、障害者情報、生活保護情報について、税の賦課徴収に関する統計や分析は行う
が、特定個人情報を用いて特定の個人を判別しうるような情報の統計や分析は行わない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

[
] フラッシュメモ
リ

[
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Ⅱ ファイルの概要

 委託事項6～10

 委託事項16～20

 委託事項11～15

] 専用線

）

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

 委託事項5 －

 委託事項4 －

 委託事項3

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には入札結果として山口県ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 一般財団法人山口県自動車振興センター

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

－

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他 （

 対象となる本人の
範囲　※

自動車取得税及び自動車税に係る納税者

 その妥当性
自動車取得税・自動車税申告書の受付や記載内容の定型的な審査、データ入力等の窓口業務等を委
託しており、自動車取得税及び自動車税の公平・公正な賦課、徴収を目的として、必要な範囲の特定個
人情報について、委託先で取り扱う必要がある。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

 委託事項2

 ①委託内容 自動車取得税・自動車税申告書の受付や記載内容の定型的な審査、データ入力等の窓口業務等

 ⑧再委託の許諾方法

委託契約書において、再委託してはならないことと、あらかじめ書面による承認を受けたときは、この限
りでないことを明記しているが、委託先から再委託届と、再委託先及び業務従事者から個人情報保護に
係る誓約書が提出されたため、競争入札等審査会において審査した結果、当該届出をやむを得ず承認
する結果に至りました。このことから、秘密の保持及び個人情報の保護に万全を期することと、再委託先
からの更なる再委託に関しては禁止する旨を明記した再委託承認書により、再委託を承認している。

 ⑨再委託事項
税務システム運用管理業務の一部
（理由）Ｊａｖａシステムの開発作業に精通しており、税務電算システム再開発の業務経験があるため。

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

再
委
託

自動車取得税・自動車税申告書受付等業務

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞
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Ⅱ ファイルの概要

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 行っていない

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満

 移転先16～20

 移転先11～15

 移転先6～10

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑦時期・頻度

 移転先2～5

[ ] その他 （ ）

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途

 ③移転する情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先1

 ①法令上の根拠

 提供先16～20

 提供先11～15

 提供先6～10

[

 ⑦時期・頻度 年間を通して随時

 提供先2～5

[ ○ ] その他 （
総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）、国税連携システム（ｅＬＴＡＸ（地方税ポー
タルシステム））

）

] 紙

] 電子メール [

 ③提供する情報 当県で賦課しない者に係る所得税申告書等データ（国税連携データ）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

他の都道府県

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号

 ②提供先における用途 個人事業税の賦課事務

[ ] フラッシュメモリ [

1） 1万人未満
＜選択肢＞

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

個人事業税の課税調査の対象者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先1

] 移転を行っている （ ） 件

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 1 ） 件 [
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Ⅱ ファイルの概要

 ③消去方法

＜山口県における措置＞
①データについては、システムにて消去する。
②申請書及び届出書等の紙媒体については、外部業者による裁断溶解処理を行う。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は山口県からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバー・プラット
フォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去す
る。

＜選択肢＞

10） 定められていない

]

 ７．備考

＜国税連携システム（ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム））の受信サーバにおける特定個人情報の保管・消去＞
①保管場所：国税連携システムの受信サーバ内（サーバ設置場所は税務システム等他のサーバと同じ）
②保管期間：２年（その妥当性：国税連携システムの受信サーバは国税連携データの受信を行うことを目的とした最低限のスペックの製
品であり、データ保管期間は、最大でも２年間としたハードウェア構成であるため。）
③消去方法：操作手引書（国税連携クライアント端末）で定められた手順により消去。
※なお、保管期間２年を経過したデータは、国税連携システムから消去する際に、データのバックアップを別媒体に保管のうえ、その後
５年間保管する。

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜山口県における措置＞
①庁内の入退室管理（※）が行われている部屋に設置したサーバ内に保管。
※室内への入退室権限を持つ者を限定し、ＩＤ及び静脈認証により入退室する者の管理を行う。
②サーバの運用管理は、外部委託業者が行っているが、ＩＤ及びパスワードとＩＣカードによる認証が必
要であり、サーバ管理に使用する端末は他の業務に使用しておらず、信頼性の高いウィルス対策ソフト
を導入し、パターンファイルは常に最新の状態にして、セキュリティ対策を行っている。なお、システム管
理者は、月１回、外部委託業者から税務システムの稼働状況の報告を受けている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及
び施錠管理をする。また、中間サーバー・プラットフォームの保管場所における措置については、国の規
定に沿って行う。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され、バックアップ
もデータベース上に保存される。

 ②保管期間

 期間 [ 6年以上10年未満 9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

 その妥当性
地方税法第１７条の５の規定により、最長の更正期限が法定納期限の翌日から７年間であることから、
保存年限を７年保管と定めているため。
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（別添２）ファイル記録項目

 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

〔課税管理〕

≪個人事業税≫（記録項目３４０項目）

＜税目宛名＞

課税番号_個事、旧課税番号、宛名番号、税務署ｺｰﾄﾞ、国税番号、事業所宛名番号、所在地ｺｰﾄﾞ、主種別ｺｰﾄﾞ、主業種ｺｰﾄﾞ、従1種別ｺｰﾄﾞ、従1業種ｺｰﾄﾞ、従2種別

ｺｰﾄﾞ、従2業種ｺｰﾄﾞ、分割区分、開業日、廃業日、状態区分、状態変更日、注意ｺｰﾄﾞ1、注意ｺｰﾄﾞ2、資料請求先名称、資料送付先名称、転写県税ｺｰﾄﾞ、引継引受

区分、移行ﾌﾗｸﾞ、国番変更履歴番号

＜医業＞

所得年度、更新状態、所得年月、事業所得金額、青申特別控除額、所得税専従者控除額、事業税専従者控除額、損失繰越控除額、被災繰越控除額、譲渡損失

控除額、譲渡繰越控除額、社会保険診療収入、自由診療収入、その他収入、租特法26条適否ｺｰﾄﾞ、社保診療所得、自由診療所得、課税に反映、事業税専従者控

除額(対象分)、損失繰越控除額(対象分)、被災繰越控除額(対象分)、譲渡損失控除額(対象分)、譲渡繰越控除額(対象分)

＜不動産＞

住宅貸付･一戸棟数、住宅貸付･貸間室数、住宅以外･一戸棟数、住宅以外･貸間室数、住宅用土地貸付･契約数、住宅用土地貸付･貸付総面積、住宅以外土地貸

付契約件数、複合貸付件数、共有区分(不動産)、課税対象月数、対象区分(不動産)、収入金額(不動産)、駐車場台数･青空、駐車場台数･建物、共有区分(駐車

場)、対象区分(駐車場)、収入金額(駐車場)、備考_50、不動産所得(不動産対象外用)、青申特別控除額(不動産対象外用)、国税専従者控除額(不動産対象外用)、

専従者控除額(不動産対象外用)、損失繰越控除額(不動産対象外用)、被災繰越控除額(不動産対象外用)、譲渡損失控除額(不動産対象外用)、譲渡繰越控除額

(不動産対象外用)、課税収入(不動産対象外用)、非課税収入(不動産対象外用)、対象所得(不動産対象外用)、対象外所得(不動産対象外用)、事業所得(その他

対象外用)、青申特別控除額(その他対象外用)、国税専従者控除額(その他対象外用)、専従者控除額(その他対象外用)、損失繰越控除額(その他対象外用)、被

災繰越控除額(その他対象外用)、譲渡損失控除額(その他対象外用)、譲渡繰越控除額(その他対象外用)、課税収入(その他対象外用)、非課税収入(その他対象

外用)、対象所得(その他対象外用)、対象外所得(その他対象外用)

＜課税情報＞

兼業ｺｰﾄﾞ、決裁内容区分、課税区分区分、調定年度、前回調定年度、所得年月、調定年月、起案日、決裁日、施行日、文書番号1、文書番号2、青白区分、課税事

由ｺｰﾄﾞ、失格ｺｰﾄﾞ、国税事由ｺｰﾄﾞ、保留区分、国税通知日、年区分、(主)種別ｺｰﾄﾞ、(主)業種ｺｰﾄﾞ、(主)対象区分、(主)事業所得金額(国税)、(主)不動産所得金額

(国税)、(主)所得税事業専従者控除(国税)、(主)青申控除(国税)、(主)国税額合計、(主)非課税ｺｰﾄﾞ、(主)非課税所得金額、(主)対象外所得金額、(主)専従者数、

(主)事業税事業専従者控除、(主)所得合計金額、(従1)種別ｺｰﾄﾞ、(従1)業種ｺｰﾄﾞ、(従1)対象区分、(従1)事業所得金額(国税)、(従1)不動産所得金額(国税)、(従1)

所得税事業専従者控除(国税)、(従1)青申控除(国税)、(従1)国税額合計、(従1)非課税ｺｰﾄﾞ、(従1)非課税所得金額、(従1)対象外所得金額、(従1)専従者数、(従1)

事業税事業専従者控除、(従1)所得合計金額、(従2)種別ｺｰﾄﾞ、(従2)業種ｺｰﾄﾞ、(従2)対象区分、(従2)事業所得金額(国税)、(従2)不動産所得金額(国税)、(従2)所

得税事業専従者控除(国税)、(従2)青申控除(国税)、(従2)国税額合計、(従2)非課税ｺｰﾄﾞ、(従2)非課税所得金額、(従2)対象外所得金額、(従2)専従者数、(従2)事

業税事業専従者控除、(従2)所得合計金額、所得総合計金額、損失繰越控除額、被災繰越控除額、譲渡損失控除額、譲渡繰越控除額、事業月数、事業主控除

額、控除額合計、課税標準額、(主)分割人数本県分、(主)分割人数他県分、(主)課税標準額、(主)本県分課税標準額、(主)他県分課税標準額、(主)税額、(従1)分

割人数本県分、(従1)分割人数他県分、(従1)課税標準額、(従1)本県分課税標準額、(従1)他県分課税標準額、(従1)税額、(従2)分割人数本県分、(従2)分割人数他

県分、(従2)課税標準額、(従2)本県分課税標準額、(従2)他県分課税標準額、(従2)税額、計算税額、減免事由ｺｰﾄﾞ、減免等税額、課税免除額、年税額、前期分税

額、後期分税額、随時分税額、差額_年税額、差額_前期税額、差額_後期税額、差額_随時税額、前期分納通発付日、前期分納期開始日、前期分納期終了日、後

期分納通発付日、後期分納期開始日、後期分納期終了日、随時分納通発付日、随時分納期開始日、随時分納期終了日、前期分変更後納期限、前期納変理由ｺｰ

ﾄﾞ、後期分変更後納期限、後期納変理由ｺｰﾄﾞ、随時分変更後納期限、随時納変理由ｺｰﾄﾞ、減額ｺｰﾄﾞ、課税免除_課税免除ｺｰﾄﾞ、課税免除_条例の条番号、課税免

除_条例の項番号、課税免除_事業期間(自)、課税免除_事業期間(至)、課税免除_課税免除等の割合(分母)、課税免除_課税免除等の割合(分子)、課税免除_課税

免除等の乗率(分母)、課税免除_課税免除等の乗率(分子)、課税免除_課税免除前税額、合計_年税額、合計_前期税額、合計_後期税額、合計_随時税額、前回分

期別ｷｰ_前期用、前回分期別ｷｰ_後期用、前回分期別ｷｰ_随時用、今回分期別ｷｰ_前期用、今回分期別ｷｰ_後期用、今回分期別ｷｰ_随時用、期間制限、送付ｻｲ

ﾝ、ｴﾗｰ有無、一括作成区分、医業所得等履歴番号、対象外所得等履歴番号、移行区分、基本状態ｻｲﾝ、決裁番号、最終課税番号、画面ID

＜繰越控除＞所得額、損失繰越額、被災繰越額、譲渡繰越額、一括作成ﾌﾗｸﾞ、課税区分区分、引当所得年度、引当額

＜国税変更ﾘﾝｸ＞旧税務署ｺｰﾄﾞ、旧国税番号、旧県税ｺｰﾄﾞ、旧所在地ｺｰﾄﾞ、新税務署ｺｰﾄﾞ、新国税番号、新県税ｺｰﾄﾞ、新所在地ｺｰﾄﾞ

＜国税データ＞

税務署ｺｰﾄﾞ、国税番号、ﾚｺｰﾄﾞ区分、納税者氏名、納税者氏名ｶﾅ、納税者住所ｺｰﾄﾞ、納税者住所、事業所所在地、取込ﾌﾗｸﾞ、対象区分_個事、対象区分前年、対

象区分2年前、対象区分3年前、対象区分4年前、対象区分5年前、事業所得金額(国税)、不動産所得金額(国税)、所得税事業専従者控除(国税)、青申控除(国

税)、事専非課税所得ｺｰﾄﾞ、事専非課税所得額、対象外所得金額、事業税専従人数、事業税専従者控除額、損失繰越額、被災繰越額、譲渡繰越額、譲渡損失

額、事業月数、年税額前年、年税額2年前、年税額3年前、年税額4年前、年税額5年前、損失繰越発生額、被災繰越発生額、譲渡繰越発生額、局署ｺｰﾄﾞ、台帳管

理台帳番号、台帳管理一連番号、申告区分、青色申告特別控除額、国税氏名、国税ｶﾅ氏名、国税生年月日、国税郵便番号、国税電話番号、国税住所、都道府

県ｺｰﾄﾞ、市ｺｰﾄﾞ、大字ｺｰﾄﾞ、字ｺｰﾄﾞ、漢字住所番地方書、国税屋号、国税ｶﾅ屋号、国税営業等収入金額、国税その他の事業収入金額、国税不動産収入金額、国

税その他雑収入金額、国税営業等所得金額、国税その他の事業所得金額、国税不動産所得金額、国税雑所得金額、国税主業種ｺｰﾄﾞ、国税従業種営業ｺｰﾄﾞ、国

税従業種他事業ｺｰﾄﾞ、国税従業種農業ｺｰﾄﾞ、国税従業種不動産ｺｰﾄﾞ、国税従業種その他ｺｰﾄﾞ、国税専従者給与(控除)額、国税配偶者控除額、国税扶養控除

額、国税特後短期譲渡所得金額、国税特後長期譲渡所得金額、国税繰越損失控除額、ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ、国税ﾃﾞｰﾀ

＜日付設定＞入力処理区分、入力開始日、入力終了日、減額分調定日、出納整理調定日、増額分調定日、納通発付日、納期開始日、納期終了日、調定日

【税務システムデータベースファイル全記録項目】（１，８９５項目）

〔共通宛名管理〕（記録項目１３６項目）

（宛名）

個人番号、団体内統合宛名番号、自治体ｺｰﾄﾞ、宛名番号、履歴番号、ｻﾌﾞ履歴番号、初期登録業務日時、更新業務日時、更新ｼｽﾃﾑ日時、更新ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名、更新

ﾕｰｻﾞID、有効ﾌﾗｸﾞ、決裁状態、旧自治体ｺｰﾄﾞ、氏名ｶﾅ、氏名漢字、第二氏名ｶﾅ、第二氏名漢字、編集済氏名ｶﾅ、編集済氏名漢字、検索用氏名ｶﾅ、検索用氏名

漢字、検索用第二氏名ｶﾅ、検索用第二氏名漢字、検索用法人代表者氏名漢字、検索用地番、検索用住所ｺｰﾄﾞ、検索用郵便番号、宛名郵便番号、宛名住所ｺｰ

ﾄﾞ、宛名県名付加区分、宛名住所、宛名地番、宛名方書ｶﾅ、宛名方書漢字、生年月日、性別区分、宛名異動事由ｺｰﾄﾞ、異動日、法人代表者氏名漢字、法人代表

者区分、組織ｺｰﾄﾞ、表示位置、屋号

（電話番号）電話番号ID、電話番号、編集電話番号、公開所属ID、電話番号区分、ﾕｰｻﾞ名、所属名、業務ID、備考_60、代表ﾌﾗｸﾞ

（口座）

税目ｺｰﾄﾞ、県税ｺｰﾄﾞ、課税番号、口座登録区分、申込年月日、開始年月日、廃止年月日、口座停止日、停止解除日、銀行ｺｰﾄﾞ、支店ｺｰﾄﾞ、口座番号、預金種別区

分、名義人ｶﾅ、名義人漢字、備考_160、ｿｰﾄ順、停止ﾌﾗｸﾞ、出力済ﾌﾗｸﾞ

（名寄管理）ｸﾞﾙｰﾌﾟ番号、親ﾌﾗｸﾞ

（納管人）納管人区分、区分内番号、納管人個人番号、納管人開始年月日、納管人終了年月日

（送付先）送付開始年月日、送付終了年月日、送付先区分、送付先個人番号

（納税組合）

納組ｺｰﾄﾞ、加入年月日、脱退年月日、納組名称、設立年月日、送付先郵便番号、送付先住所ｺｰﾄﾞ、送付先住所、送付先住所地番、送付先方書ｶﾅ、送付先方書漢

字、内線番号、納組会長個人番号、就任年月日、納貯種別

（連絡先）連絡先名、連絡先郵便番号、連絡先住所ｺｰﾄﾞ、連絡先住所、連絡先住所地番、連絡先方書漢字、連絡先電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

（メモ）ﾒﾓID、ｷｰ項目ID、ｷｰ項目値、公開対象区分、公開対象ｺｰﾄﾞ、公開期限、差出ﾕｰｻﾞID、登録日付、重要度ｺｰﾄﾞ、ﾒﾓﾀｲﾄﾙ、ﾒﾓ内容

（宛名番号採番）番号区分

（分離統合履歴）変更前宛名番号、変更後宛名番号、分離統合区分

（組織）ｺｰﾄﾞｿｰﾄ順、組織名称ｶﾅ、組織名称

（代表者）代表者区分、代表者区分名称ｶﾅ、代表者区分名称

（関連者）関連者区分、関連者区分名称

（異動事由）異動事由、異動事由名称

（送付先区分）送付先区分名称

（電話番号区分）電話番号区分名称、優先順位

（口座区分）口座区分、口座区分名称
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（別添２）ファイル記録項目

【課税管理】

≪個人事業税≫（記録項目３４０項目）

＜税目宛名＞

課税番号_個事、旧課税番号、宛名番号、税務署ｺｰﾄﾞ、国税番号、事業所宛名番号、所在地ｺｰﾄﾞ、主種別ｺｰﾄﾞ、主業種ｺｰﾄﾞ、従1種別ｺｰﾄﾞ、従1業種ｺｰﾄﾞ、従2種別

ｺｰﾄﾞ、従2業種ｺｰﾄﾞ、分割区分、開業日、廃業日、状態区分、状態変更日、注意ｺｰﾄﾞ1、注意ｺｰﾄﾞ2、資料請求先名称、資料送付先名称、転写県税ｺｰﾄﾞ、引継引受

区分、移行ﾌﾗｸﾞ、国番変更履歴番号

＜医業＞

所得年度、更新状態、所得年月、事業所得金額、青申特別控除額、所得税専従者控除額、事業税専従者控除額、損失繰越控除額、被災繰越控除額、譲渡損失

控除額、譲渡繰越控除額、社会保険診療収入、自由診療収入、その他収入、租特法26条適否ｺｰﾄﾞ、社保診療所得、自由診療所得、課税に反映、事業税専従者控

除額(対象分)、損失繰越控除額(対象分)、被災繰越控除額(対象分)、譲渡損失控除額(対象分)、譲渡繰越控除額(対象分)

＜不動産＞

住宅貸付･一戸棟数、住宅貸付･貸間室数、住宅以外･一戸棟数、住宅以外･貸間室数、住宅用土地貸付･契約数、住宅用土地貸付･貸付総面積、住宅以外土地貸

付契約件数、複合貸付件数、共有区分(不動産)、課税対象月数、対象区分(不動産)、収入金額(不動産)、駐車場台数･青空、駐車場台数･建物、共有区分(駐車

場)、対象区分(駐車場)、収入金額(駐車場)、備考_50、不動産所得(不動産対象外用)、青申特別控除額(不動産対象外用)、国税専従者控除額(不動産対象外用)、

専従者控除額(不動産対象外用)、損失繰越控除額(不動産対象外用)、被災繰越控除額(不動産対象外用)、譲渡損失控除額(不動産対象外用)、譲渡繰越控除額

(不動産対象外用)、課税収入(不動産対象外用)、非課税収入(不動産対象外用)、対象所得(不動産対象外用)、対象外所得(不動産対象外用)、事業所得(その他

対象外用)、青申特別控除額(その他対象外用)、国税専従者控除額(その他対象外用)、専従者控除額(その他対象外用)、損失繰越控除額(その他対象外用)、被

災繰越控除額(その他対象外用)、譲渡損失控除額(その他対象外用)、譲渡繰越控除額(その他対象外用)、課税収入(その他対象外用)、非課税収入(その他対象

外用)、対象所得(その他対象外用)、対象外所得(その他対象外用)

＜課税情報＞

兼業ｺｰﾄﾞ、決裁内容区分、課税区分区分、調定年度、前回調定年度、所得年月、調定年月、起案日、決裁日、施行日、文書番号1、文書番号2、青白区分、課税事

由ｺｰﾄﾞ、失格ｺｰﾄﾞ、国税事由ｺｰﾄﾞ、保留区分、国税通知日、年区分、(主)種別ｺｰﾄﾞ、(主)業種ｺｰﾄﾞ、(主)対象区分、(主)事業所得金額(国税)、(主)不動産所得金額

(国税)、(主)所得税事業専従者控除(国税)、(主)青申控除(国税)、(主)国税額合計、(主)非課税ｺｰﾄﾞ、(主)非課税所得金額、(主)対象外所得金額、(主)専従者数、

(主)事業税事業専従者控除、(主)所得合計金額、(従1)種別ｺｰﾄﾞ、(従1)業種ｺｰﾄﾞ、(従1)対象区分、(従1)事業所得金額(国税)、(従1)不動産所得金額(国税)、(従1)

所得税事業専従者控除(国税)、(従1)青申控除(国税)、(従1)国税額合計、(従1)非課税ｺｰﾄﾞ、(従1)非課税所得金額、(従1)対象外所得金額、(従1)専従者数、(従1)

事業税事業専従者控除、(従1)所得合計金額、(従2)種別ｺｰﾄﾞ、(従2)業種ｺｰﾄﾞ、(従2)対象区分、(従2)事業所得金額(国税)、(従2)不動産所得金額(国税)、(従2)所

得税事業専従者控除(国税)、(従2)青申控除(国税)、(従2)国税額合計、(従2)非課税ｺｰﾄﾞ、(従2)非課税所得金額、(従2)対象外所得金額、(従2)専従者数、(従2)事

業税事業専従者控除、(従2)所得合計金額、所得総合計金額、損失繰越控除額、被災繰越控除額、譲渡損失控除額、譲渡繰越控除額、事業月数、事業主控除

額、控除額合計、課税標準額、(主)分割人数本県分、(主)分割人数他県分、(主)課税標準額、(主)本県分課税標準額、(主)他県分課税標準額、(主)税額、(従1)分

割人数本県分、(従1)分割人数他県分、(従1)課税標準額、(従1)本県分課税標準額、(従1)他県分課税標準額、(従1)税額、(従2)分割人数本県分、(従2)分割人数他

県分、(従2)課税標準額、(従2)本県分課税標準額、(従2)他県分課税標準額、(従2)税額、計算税額、減免事由ｺｰﾄﾞ、減免等税額、課税免除額、年税額、前期分税

額、後期分税額、随時分税額、差額_年税額、差額_前期税額、差額_後期税額、差額_随時税額、前期分納通発付日、前期分納期開始日、前期分納期終了日、後

期分納通発付日、後期分納期開始日、後期分納期終了日、随時分納通発付日、随時分納期開始日、随時分納期終了日、前期分変更後納期限、前期納変理由ｺｰ

ﾄﾞ、後期分変更後納期限、後期納変理由ｺｰﾄﾞ、随時分変更後納期限、随時納変理由ｺｰﾄﾞ、減額ｺｰﾄﾞ、課税免除_課税免除ｺｰﾄﾞ、課税免除_条例の条番号、課税免

除_条例の項番号、課税免除_事業期間(自)、課税免除_事業期間(至)、課税免除_課税免除等の割合(分母)、課税免除_課税免除等の割合(分子)、課税免除_課税

免除等の乗率(分母)、課税免除_課税免除等の乗率(分子)、課税免除_課税免除前税額、合計_年税額、合計_前期税額、合計_後期税額、合計_随時税額、前回分

期別ｷｰ_前期用、前回分期別ｷｰ_後期用、前回分期別ｷｰ_随時用、今回分期別ｷｰ_前期用、今回分期別ｷｰ_後期用、今回分期別ｷｰ_随時用、期間制限、送付ｻｲ

ﾝ、ｴﾗｰ有無、一括作成区分、医業所得等履歴番号、対象外所得等履歴番号、移行区分、基本状態ｻｲﾝ、決裁番号、最終課税番号、画面ID

＜繰越控除＞所得額、損失繰越額、被災繰越額、譲渡繰越額、一括作成ﾌﾗｸﾞ、課税区分区分、引当所得年度、引当額

＜国税変更ﾘﾝｸ＞旧税務署ｺｰﾄﾞ、旧国税番号、旧県税ｺｰﾄﾞ、旧所在地ｺｰﾄﾞ、新税務署ｺｰﾄﾞ、新国税番号、新県税ｺｰﾄﾞ、新所在地ｺｰﾄﾞ

＜国税データ＞

税務署ｺｰﾄﾞ、国税番号、ﾚｺｰﾄﾞ区分、納税者氏名、納税者氏名ｶﾅ、納税者住所ｺｰﾄﾞ、納税者住所、事業所所在地、取込ﾌﾗｸﾞ、対象区分_個事、対象区分前年、対

象区分2年前、対象区分3年前、対象区分4年前、対象区分5年前、事業所得金額(国税)、不動産所得金額(国税)、所得税事業専従者控除(国税)、青申控除(国

税)、事専非課税所得ｺｰﾄﾞ、事専非課税所得額、対象外所得金額、事業税専従人数、事業税専従者控除額、損失繰越額、被災繰越額、譲渡繰越額、譲渡損失

額、事業月数、年税額前年、年税額2年前、年税額3年前、年税額4年前、年税額5年前、損失繰越発生額、被災繰越発生額、譲渡繰越発生額、局署ｺｰﾄﾞ、台帳管

理台帳番号、台帳管理一連番号、申告区分、青色申告特別控除額、国税氏名、国税ｶﾅ氏名、国税生年月日、国税郵便番号、国税電話番号、国税住所、都道府

県ｺｰﾄﾞ、市ｺｰﾄﾞ、大字ｺｰﾄﾞ、字ｺｰﾄﾞ、漢字住所番地方書、国税屋号、国税ｶﾅ屋号、国税営業等収入金額、国税その他の事業収入金額、国税不動産収入金額、国

税その他雑収入金額、国税営業等所得金額、国税その他の事業所得金額、国税不動産所得金額、国税雑所得金額、国税主業種ｺｰﾄﾞ、国税従業種営業ｺｰﾄﾞ、国

税従業種他事業ｺｰﾄﾞ、国税従業種農業ｺｰﾄﾞ、国税従業種不動産ｺｰﾄﾞ、国税従業種その他ｺｰﾄﾞ、国税専従者給与(控除)額、国税配偶者控除額、国税扶養控除

額、国税特後短期譲渡所得金額、国税特後長期譲渡所得金額、国税繰越損失控除額、ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ、国税ﾃﾞｰﾀ

＜日付設定＞入力処理区分、入力開始日、入力終了日、減額分調定日、出納整理調定日、増額分調定日、納通発付日、納期開始日、納期終了日、調定日

≪不動産取得税≫（記録項目１５６項目）

＜基本情報＞

期別年度、整理番号、共有者ｺｰﾄﾞ、ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ、課税番号_不動、移行ﾃﾞｰﾀ区分、取込区分、課税ﾃﾞｰﾀ区分、課税状態区分、原承区分、事前減額適用区分、保留

状態特殊原因、保留状態農地、保留状態価格なし、保留状態新築ﾏﾝｼｮﾝ、保留状態併用住宅共同住宅、保留状態用途非課税地目、保留状態用途非課税団体法

人、取得者数、物件数、ｴﾗｰ区分ｺｰﾄﾞ、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ01～05

＜物件情報＞

物件番号、土地家屋区分ｺｰﾄﾞ、取得区分CD、取得区分その他名称、取得日、所在地都府県ｺｰﾄﾞ、所在地市町村ｺｰﾄﾞ、所在地大字通称ｺｰﾄﾞ、所在地字丁目ｺｰﾄﾞ、

所在地大字漢字、本番号、枝番号番号、枝枝番号、外物件数、物件主従区分、地目区分ｺｰﾄﾞ、宅地比準区分ｺｰﾄﾞ、家屋構造区分ｺｰﾄﾞ、屋根構造区分ｺｰﾄﾞ、家屋

種類区分ｺｰﾄﾞ、地上階数、地下階数、戸数、面積住宅、面積その他、面積合計、建床面積、在来家屋住宅面積、在来家屋取得日、評価区分ｺｰﾄﾞ、新築日、再建築

評点数、基準年、1点単価、評価替補正率、需給事情補正率、調整率、課税評価額、1㎡当評点数、FC名ｺｰﾄﾞ、建築会社名ｺｰﾄﾞ、評価額

＜税目あて名情報＞

取得者番号、宛名番号、共有者主従区分、取得者持分分子、取得者持分分母、免税点未満、持分課税評価額、共通宛名登録区分、郵便番号、都道府県ｺｰﾄﾞ、市

区郡町村ｺｰﾄﾞ、大字通称ｺｰﾄﾞ、字ｺｰﾄﾞ、地番名、方書名、組織区分、表示

＜課税前情報＞

課税履歴番号、申請日、今回納税額、宅地区分、土地面積、土地課税標準額、住宅部分床面積、家屋全体床面積、算出根基計算結果、住宅完成日、住宅取得

日、明細ｻﾌﾞ履歴番号、税率適用区分、控除減額区分コード、控除減額コード、控除減額

＜課税情報＞

発付日、課税区分_不動、失格区分、返戻処理、住宅特例控除適用、免税点適用人数、税率、宅地評価土地軽減前評価額、前回納税額、差引増減額、納期限ｺｰ

ﾄﾞ、納期限、納期限変更理由ｺｰﾄﾞ、変更納期限、生前一括贈与SEQ、徴収猶予期間始期、徴収猶予期間終期、徴収猶予ｺｰﾄﾞ101、徴収猶予額101、徴収猶予額、

徴収猶予取消額、徴収猶予後納付額、徴収猶予取消理由、猶予宅地区分、猶予土地面積、猶予土地課税標準額、猶予住宅部分床面積、猶予家屋全体床面積、

猶予算出根基計算結果、猶予住宅完成日、猶予住宅取得日、農贈移行ﾃﾞｰﾀ区分、農贈課税標準額、農贈税額、非課税額、控除額、免税点額、課税標準額、税

額、減額、納付税額

＜事前減額／被収用＞申請番号_不動、減額入力済みﾌﾗｸﾞ、減額処理日、備考_100

＜課税月別累計＞現過年区分、家屋種類、調定件数、調定金額、累計調定件数、累計調定金額、減額件数、減額金額、累計減額件数、累計減額金額

＜日付設定＞課税年度、減額分調定年月、出納整理調定年月、増額分調定年月

≪自動車二税（自動車税・自動車取得税）≫（記録項目４８２項目）
＜登録番号履歴＞登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、登録番号_分類番号、登録番号_ｶﾅ文字、登録番号_一連番号、番変日、番変前情報_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、番変前情報_登
録番号_分類番号、番変前情報_登録番号_ｶﾅ文字、番変前情報_登録番号_一連番号、申請日、当初情報_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、当初情報_登録番号_分類番号、当
初情報_登録番号_ｶﾅ文字、当初情報_登録番号_一連番号
＜自動車情報＞履歴年月日、初度登録年月、登録日、車検日、分配処理日、業務種別ｺｰﾄﾞ、用途ｺｰﾄﾞ_分配情報、型式指定番号、類別区分番号、形状_分配情報
ｺｰﾄﾞ、定員区分_分配情報、定員1、定員2、積載量1、積載量2、車両重量、車両総重量1、車両総重量2、車両高さ、車両長さ、車両幅、燃料ｺｰﾄﾞ、塗色ｺｰﾄﾞ_分配情
報、排出ｶﾞｽ適合_分配情報ｺｰﾄﾞ、型式_分配情報ｺｰﾄﾞ、型式番号、識別_分配情報ｺｰﾄﾞ、原動機型式_自動車、排気量種別_分配情報ｺｰﾄﾞ、排気量、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ_分配
情報、車名、車台番号、課税ｺｰﾄﾞ_自動車税、課税ｺｰﾄﾞ変更日、課税ｺｰﾄﾞ決議日、課税ｺｰﾄﾞ申請日、所有形態、用途ｺｰﾄﾞ_統計用、発行保留ﾌﾗｸﾞ、税率ｺｰﾄﾞ_自動
車税、税額（自動車税）、状態ﾋﾞｯﾄ、車名不明ﾌﾗｸﾞ、ｸﾞﾘｰﾝ化税制軽課対象区分_分配情報、ﾊﾞｽ課税区分、営_自区分ｺｰﾄﾞ、使用の本拠、取得原因_申告書、車検満
了日、用途ｺｰﾄﾞ_申告書、種別ｺｰﾄﾞ_申告書、ｸﾞﾘｰﾝ化率符号、ｸﾞﾘｰﾝ化率ﾊﾟｰｾﾝﾄ、低燃費車特例ｺｰﾄﾞ_申告書、燃費基準達成、県外転出後_県外転出履歴年月日、
県外転出後_県外転出番号標ｺｰﾄﾞ、県外転出後_県外転出分類番号、県外転出後_県外転出ｶﾅ文字、県外転出後_県外転出一連番号、県内転入時_県内転入年月
日、県内転入時_県内転入番号標ｺｰﾄﾞ、県内転入時_県内転入分類番号、県内転入時_県内転入ｶﾅ文字、県内転入時_県内転入一連番号、県内転入賦課時車台番
号
＜宛名情報＞納税義務者_宛名番号、納税義務者_履歴番号、占有ﾌﾗｸﾞ、所有者ｺｰﾄﾞ_分配情報、課税替えﾌﾗｸﾞ、課税替え理由、所有者区分、所有者_宛名番号、
所有者_履歴番号、使用者宛名番号、使用者_履歴番号
＜税目宛名（自動車税）＞CD、課税年度、発生年度、非課税者名変、宛名番号（自動車税）、大口ｺｰﾄﾞ、納通_発付日1～5、納通_納期限1～5、納通_返戻日2～4、
封筒番号2～4、督促_発付日1～3、督促_返戻日2、共有者納通_宛名番号1～5、共有者納通_発付日1～5、共有者納通_納期限1～5、共有者納通_金額1～5、宛名
変更日、課税調定SEQ、完納ﾌﾗｸﾞ、納期内納付ﾌﾗｸﾞ、米軍車ﾌﾗｸﾞ、米軍車還付ﾌﾗｸﾞ、公示送達区分、ｿｰﾄ登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、ｿｰﾄ登録番号_分類番号、ｿｰﾄ登録
番号_ｶﾅ文字、ｿｰﾄ登録番号_一連番号
＜課税調定（自動車税）＞期ｺｰﾄﾞ、税率ｺｰﾄﾞ_自動車税、計算額、減額、取消日、調定増減額、対象西暦年、対象月、対象旬
＜分配情報＞分配処理時刻、登録番号A_区分ｺｰﾄﾞA、登録番号A_分類番号A、登録番号A_ｶﾅ文字A、登録番号A_一連番号A、登録番号B_区分ｺｰﾄﾞB、登録番号
B_分類番号B、登録番号B_ｶﾅ文字B、登録番号B_一連番号B、車台番号A、車台番号B、用途ｺｰﾄﾞA、用途ｺｰﾄﾞB、所有者ｺｰﾄﾞ_分配情報、使用の本拠_都道府県ｺｰ
ﾄﾞ、使用の本拠_市区町村ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_大字_通称名ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_字名_丁目ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_番地等、所有者_所有者名称ｺｰﾄﾞ、所有者_所有者表示
ｺｰﾄﾞ、所有者_所有者漢字氏名、所有者_所有者ｶﾅ氏名、所有者_所有者郵便番号_本番、所有者_所有者郵便番号_枝番、所有者_都道府県ｺｰﾄﾞ、所有者_市区町村
ｺｰﾄﾞ、所有者_大字_通称名ｺｰﾄﾞ、所有者_字名_丁目ｺｰﾄﾞ、所有者_番地等、使用者_使用者名称ｺｰﾄﾞ、使用者_使用者表示ｺｰﾄﾞ、使用者_使用者漢字氏名、使用者_
使用者ｶﾅ氏名、使用者_使用者郵便番号_本番、使用者_使用者郵便番号_枝番、使用者_都道府県ｺｰﾄﾞ、使用者_市区町村ｺｰﾄﾞ、使用者_大字_通称名ｺｰﾄﾞ、使用者
_字名_丁目ｺｰﾄﾞ、使用者_番地等、更新ﾋﾞｯﾄ_更新ﾋﾞｯﾄA～D、状態ﾋﾞｯﾄ_状態ﾋﾞｯﾄA～G、証紙ﾌﾗｸﾞ、抹消ﾌﾗｸﾞ、OCR連番、分配ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ1～40、申告書情報、ｵﾝﾗｲﾝ
更新日、ｿｰﾄ車台番号、郵便番号調査対象ﾌﾗｸﾞ、追加情報入力ﾌﾗｸﾞ、警告ﾘｽﾄ区分、誤読ﾌﾗｸﾞ1、誤読ﾌﾗｸﾞ2、県外登録番号B_県外番号標ｺｰﾄﾞ1、県外登録番号B_
県外番号標ｺｰﾄﾞ2、県外登録番号B_県外分類番号、県外登録番号B_県外ｶﾅ文字、県外登録番号B_県外一連番号、県外転出ﾌﾗｸﾞ
＜異動情報＞
ﾊﾞｯﾁ更新日、番変ﾌﾗｸﾞ、名変ﾌﾗｸﾞ、証紙ﾌﾗｸﾞ、新規登録ﾌﾗｸﾞ、口座設定ﾌﾗｸﾞ、自動車変更ﾌﾗｸﾞ、税額変更取消ﾌﾗｸﾞ、県税ｺｰﾄﾞ変更ﾌﾗｸﾞ、課税ｺｰﾄﾞ変更ﾌﾗｸﾞ

＜設定＞ﾚｺｰﾄﾞID、設定区分1～30、設定内容1～30、設定予備1～30
＜減免管理＞
登録状態ﾌﾗｸﾞ、続柄ｺｰﾄﾞ_減免、身障者_宛名番号、身障者_履歴番号、入所施設名、手帳等種類ｺｰﾄﾞ、障害ｺｰﾄﾞ、その他障害の有無、障害者級ｺｰﾄﾞ、手帳番号_減
免、再交付日、運転者_宛名番号、運転者_履歴番号、運転者_続柄ｺｰﾄﾞ、免許期限、使用目的、認定日、減免継続区分ｺｰﾄﾞ、減免異動日、入力日、備考_100、乗換
後_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、乗換後_登録番号_分類番号、乗換後_登録番号_ｶﾅ文字、乗換後_登録番号_一連番号、決裁_県税ｺｰﾄﾞ、決裁仮登録年度、決裁仮登録詳
細番号、乗換入力ﾌﾗｸﾞ、身障管理番号、減額税額
＜米軍車証紙管理＞
証紙番号、証紙履歴番号、年度、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ、証紙年税額、証紙税額、発行枚数、課税期間_FROM、課税期間_TO、構成員区分、交付日、受入日、支払日_証紙、
売りさばき数、再発行日、証紙振替日
＜ディーラー管理＞
ﾃﾞｲﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ、ﾃﾞｲﾗｰ名称、ﾃﾞｲﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ名称、ﾃﾞｲﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ名称ｶﾅ、加入区分ｺｰﾄﾞ、適用開始日、適用終了日、ﾃﾞｲﾗｰｶﾅ文字、減免申請区分
＜仮登録＞
ｷｰ部予備1、ｷｰ部予備2、加算金元申告、更正等事由ｺｰﾄﾞ、仮登録ﾓｰﾄﾞ、認定型式、類番、ﾒｰｶｰ名ｺｰﾄﾞ、車名ｺｰﾄﾞ_課税標準、車名、譲渡した者、減額ｺｰﾄﾞ、申告
時課標、申告時税率、申告時税額、変更後課標、変更後税率、変更後税額、過不足課標、過不足税率、過不足税額、加算金ｺｰﾄﾞ、通常分対象税額、通常分_既確
定額、通常分_加算金額、通常分_差引増減額、通常分_対象税額、加重分_既確定額、加重分加算金額、加重分差引増減額、登録日、更正請求日、還付申請日、
補助金交付日
＜課税（自動車取得税）＞
課税ｼｰｹﾝｽ_自動車種取得税、調定対象課税ｼｰｹﾝｽ、仮登録ﾌﾗｸﾞ、申告区分ｺｰﾄﾞ_申告書、業務種別ｺｰﾄﾞ、営_自区分ｺｰﾄﾞ、燃料の種類_申告書、低公害車特例
ｺｰﾄﾞ_申告書、ｸﾞﾘｰﾝ化特例_申告書ｺｰﾄﾞ、初度登録年月、自動車税_自動車月割数、自動車税_自動車月割税額、自動車取得税_課税標準基準額、自動車取得税_
付加物、自動車取得税_合計、税率_自動車種取得税、自動車取得税額、課税ｺｰﾄﾞ_自動車取得税、所有形態、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ_課税標準、車種_課税標準ｺｰﾄﾞ、積載量
1、積載量2、定員1、定員2、耐用年数_自動車取得税、社内型式、排気量、経過年数_申告書
＜課税調定（自動車取得税）＞
事由ｼｰｹﾝｽ、本税、重加算金額、重加算金変更後加算金額、不申告加算金額、不申告変更後加算金額、過少申告加算金額、過少申告変更後加算金額、重加算
金調定額、不申告調定額、過少申告調定額、指定納期限
＜申告書＞
自動車税課税区分、自動車取得税課税区分、旧登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、旧登録番号_分類番号、旧登録番号_ｶﾅ文字ｺｰﾄﾞ、旧登録番号_一連番号、用途ｺｰﾄﾞ_申告
書、類別区分番号、燃料の種類_申告書、取得前の用途_申告書、証紙番号、課税標準基準額、付加物、合計、自動車取得税率、自動車月割数、自動車月割税
額、税額合計、時限的軽減措置ｺｰﾄﾞ、証紙未徴収区分、住所方書、譲渡した者、所有者区分、経過年数_申告書、頁、減免前課標合計、減免前課標自動車取得税
金額、作成日_申告書、申告書ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ1～40

≪不動産取得税≫（記録項目１５６項目）

＜基本情報＞
期別年度、整理番号、共有者ｺｰﾄﾞ、ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ、課税番号_不動、移行ﾃﾞｰﾀ区分、取込区分、課税ﾃﾞｰﾀ区分、課税状態区分、原承区分、事前減額適用区分、保留

状態特殊原因、保留状態農地、保留状態価格なし、保留状態新築ﾏﾝｼｮﾝ、保留状態併用住宅共同住宅、保留状態用途非課税地目、保留状態用途非課税団体法
人、取得者数、物件数、ｴﾗｰ区分ｺｰﾄﾞ、ｴﾗｰｺｰﾄﾞ01～05

＜物件情報＞
物件番号、土地家屋区分ｺｰﾄﾞ、取得区分CD、取得区分その他名称、取得日、所在地都府県ｺｰﾄﾞ、所在地市町村ｺｰﾄﾞ、所在地大字通称ｺｰﾄﾞ、所在地字丁目ｺｰﾄﾞ、

所在地大字漢字、本番号、枝番号番号、枝枝番号、外物件数、物件主従区分、地目区分ｺｰﾄﾞ、宅地比準区分ｺｰﾄﾞ、家屋構造区分ｺｰﾄﾞ、屋根構造区分ｺｰﾄﾞ、家屋
種類区分ｺｰﾄﾞ、地上階数、地下階数、戸数、面積住宅、面積その他、面積合計、建床面積、在来家屋住宅面積、在来家屋取得日、評価区分ｺｰﾄﾞ、新築日、再建築

評点数、基準年、1点単価、評価替補正率、需給事情補正率、調整率、課税評価額、1㎡当評点数、FC名ｺｰﾄﾞ、建築会社名ｺｰﾄﾞ、評価額
＜税目あて名情報＞

取得者番号、宛名番号、共有者主従区分、取得者持分分子、取得者持分分母、免税点未満、持分課税評価額、共通宛名登録区分、郵便番号、都道府県ｺｰﾄﾞ、市
区郡町村ｺｰﾄﾞ、大字通称ｺｰﾄﾞ、字ｺｰﾄﾞ、地番名、方書名、組織区分、表示

＜課税前情報＞
課税履歴番号、申請日、今回納税額、宅地区分、土地面積、土地課税標準額、住宅部分床面積、家屋全体床面積、算出根基計算結果、住宅完成日、住宅取得

日、明細ｻﾌﾞ履歴番号、税率適用区分、控除減額区分コード、控除減額コード、控除減額
＜課税情報＞

発付日、課税区分_不動、失格区分、返戻処理、住宅特例控除適用、免税点適用人数、税率、宅地評価土地軽減前評価額、前回納税額、差引増減額、納期限ｺｰ
ﾄﾞ、納期限、納期限変更理由ｺｰﾄﾞ、変更納期限、生前一括贈与SEQ、徴収猶予期間始期、徴収猶予期間終期、徴収猶予ｺｰﾄﾞ101、徴収猶予額101、徴収猶予額、

徴収猶予取消額、徴収猶予後納付額、徴収猶予取消理由、猶予宅地区分、猶予土地面積、猶予土地課税標準額、猶予住宅部分床面積、猶予家屋全体床面積、
猶予算出根基計算結果、猶予住宅完成日、猶予住宅取得日、農贈移行ﾃﾞｰﾀ区分、農贈課税標準額、農贈税額、非課税額、控除額、免税点額、課税標準額、税

額、減額、納付税額

＜事前減額／被収用＞申請番号_不動、減額入力済みﾌﾗｸﾞ、減額処理日、備考_100
＜課税月別累計＞現過年区分、家屋種類、調定件数、調定金額、累計調定件数、累計調定金額、減額件数、減額金額、累計減額件数、累計減額金額

＜日付設定＞課税年度、減額分調定年月、出納整理調定年月、増額分調定年月
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（別添２）ファイル記録項目

＜設定＞ﾚｺｰﾄﾞID、設定区分1～30、設定内容1～30、設定予備1～30
＜減免管理＞
登録状態ﾌﾗｸﾞ、続柄ｺｰﾄﾞ_減免、身障者_宛名番号、身障者_履歴番号、入所施設名、手帳等種類ｺｰﾄﾞ、障害ｺｰﾄﾞ、その他障害の有無、障害者級ｺｰﾄﾞ、手帳番号_減
免、再交付日、運転者_宛名番号、運転者_履歴番号、運転者_続柄ｺｰﾄﾞ、免許期限、使用目的、認定日、減免継続区分ｺｰﾄﾞ、減免異動日、入力日、備考_100、乗換
後_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、乗換後_登録番号_分類番号、乗換後_登録番号_ｶﾅ文字、乗換後_登録番号_一連番号、決裁_県税ｺｰﾄﾞ、決裁仮登録年度、決裁仮登録詳
細番号、乗換入力ﾌﾗｸﾞ、身障管理番号、減額税額
＜米軍車証紙管理＞
証紙番号、証紙履歴番号、年度、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ、証紙年税額、証紙税額、発行枚数、課税期間_FROM、課税期間_TO、構成員区分、交付日、受入日、支払日_証紙、
売りさばき数、再発行日、証紙振替日
＜ディーラー管理＞
ﾃﾞｲﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ、ﾃﾞｲﾗｰ名称、ﾃﾞｲﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ名称、ﾃﾞｲﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ名称ｶﾅ、加入区分ｺｰﾄﾞ、適用開始日、適用終了日、ﾃﾞｲﾗｰｶﾅ文字、減免申請区分
＜仮登録＞
ｷｰ部予備1、ｷｰ部予備2、加算金元申告、更正等事由ｺｰﾄﾞ、仮登録ﾓｰﾄﾞ、認定型式、類番、ﾒｰｶｰ名ｺｰﾄﾞ、車名ｺｰﾄﾞ_課税標準、車名、譲渡した者、減額ｺｰﾄﾞ、申告
時課標、申告時税率、申告時税額、変更後課標、変更後税率、変更後税額、過不足課標、過不足税率、過不足税額、加算金ｺｰﾄﾞ、通常分対象税額、通常分_既確
定額、通常分_加算金額、通常分_差引増減額、通常分_対象税額、加重分_既確定額、加重分加算金額、加重分差引増減額、登録日、更正請求日、還付申請日、
補助金交付日
＜課税（自動車取得税）＞
課税ｼｰｹﾝｽ_自動車種取得税、調定対象課税ｼｰｹﾝｽ、仮登録ﾌﾗｸﾞ、申告区分ｺｰﾄﾞ_申告書、業務種別ｺｰﾄﾞ、営_自区分ｺｰﾄﾞ、燃料の種類_申告書、低公害車特例
ｺｰﾄﾞ_申告書、ｸﾞﾘｰﾝ化特例_申告書ｺｰﾄﾞ、初度登録年月、自動車税_自動車月割数、自動車税_自動車月割税額、自動車取得税_課税標準基準額、自動車取得税_
付加物、自動車取得税_合計、税率_自動車種取得税、自動車取得税額、課税ｺｰﾄﾞ_自動車取得税、所有形態、ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ_課税標準、車種_課税標準ｺｰﾄﾞ、積載量
1、積載量2、定員1、定員2、耐用年数_自動車取得税、社内型式、排気量、経過年数_申告書
＜課税調定（自動車取得税）＞
事由ｼｰｹﾝｽ、本税、重加算金額、重加算金変更後加算金額、不申告加算金額、不申告変更後加算金額、過少申告加算金額、過少申告変更後加算金額、重加算
金調定額、不申告調定額、過少申告調定額、指定納期限
＜申告書＞
自動車税課税区分、自動車取得税課税区分、旧登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、旧登録番号_分類番号、旧登録番号_ｶﾅ文字ｺｰﾄﾞ、旧登録番号_一連番号、用途ｺｰﾄﾞ_申告
書、類別区分番号、燃料の種類_申告書、取得前の用途_申告書、証紙番号、課税標準基準額、付加物、合計、自動車取得税率、自動車月割数、自動車月割税
額、税額合計、時限的軽減措置ｺｰﾄﾞ、証紙未徴収区分、住所方書、譲渡した者、所有者区分、経過年数_申告書、頁、減免前課標合計、減免前課標自動車取得税
金額、作成日_申告書、申告書ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ1～40

≪産業廃棄物税≫（記録項目１２７項目）

＜課税情報＞

課税番号_産廃、実績年月、納入･納付区分、当初課税年度、最終調定年度、最終課税ｼｰｹﾝｽ、最終調定日、最終調定事由ｺｰﾄﾞ、申告書入力方法、仮登録区分_

調定事由、仮登録区分_納期限変更、申告日、法定納期限、納入予定日、期間始め日、期間終り日、課税対象重量、課税対象外重量･条例5、課税標準たる重量、

徴収に係る重量、申告税額、免除申請額、免除承認額、税額（産業廃棄物税）、課税合計額、既に納入した税額、過少申告加算金加算金累計、過少申告加算金金

額、不申告加算金加算金累計、不申告加算金金額、重加算金加算金累計、重加算金金額、徴収猶予登録日、申告、修正申告、決定、更正、減免、加算金決定、

調定取消、履歴取消ﾌﾗｸﾞ、重加算差引増減額、不申告通常分差引増減額、不申告加重分差引増減額、過少申告通常分差引増減額、過少申告加重分差引増減

額

＜課税履歴＞

調定事由ｺｰﾄﾞ、調定事由ｼｰｹﾝｽ、最終減額調定日、本税税額、本税調定額、本税変更後調定額、本税歳出還付相当額、加算金元課税ｼｰｹﾝｽ、過少申告加算金

ｺｰﾄﾞ、過少申告調整額、過少申告変更後調定額、過少申告歳出還付相当額、不申告加算金ｺｰﾄﾞ、不申告調整額、不申告変更後調定額、不申告歳出還付相当

額、重加算金ｺｰﾄﾞ、重調整額、重変更後調定額、重歳出還付相当額、差分課税対象重量、差分課税対象外重量･条例5、差分課税標準たる重量、差分徴収に係る

重量、差分税申告税額、差分税免除申請額、差分税免除承認額、差分税税額、差分税課税合計額、差分税既に納入した税額、文書番号、減免等理由ｺｰﾄﾞ、減額

ｺｰﾄﾞ、過少申告加算金ｺｰﾄﾞ(合計)、過少申告加算金額(合計)、不申告加算金ｺｰﾄﾞ(合計)、不申告加算金額(合計)、重加算金ｺｰﾄﾞ(合計)、重加算金額(合計)、取消

ﾌﾗｸﾞ、修正日

＜月次調定明細＞

処理日、処理時刻、ﾕｰｻﾞID、課税ｼｰｹﾝｽ、減額対象課税ｼｰｹﾝｽ、減額対象調定事由ｺｰﾄﾞ、減額対象調定年度、現過ｺｰﾄﾞ、本税変更後税額、過少申告加算金調

定額、不申告加算金調定額、重加算金加算金ｺｰﾄﾞ、重加算金加算金調定額、更正決定決議日、名称ｺｰﾄﾞ、表示ｺｰﾄﾞ、氏名･名称
＜仮登録履歴＞実績日

＜税目あて名＞

宛名番号、最終処分場_名称漢字、最終処分場_郵便番号、最終処分場_電話番号、最終処分場_所在地、最終処分場_面積、最終処分場_埋立容量、中間処理施設

_名称漢字、中間処理施設_郵便番号、中間処理施設_電話番号、中間処理施設_所在地、事業開始日、指定日、登録番号、廃業日、納税管理人等ｺｰﾄﾞ

＜納入・納付区分＞納入･納付内容

＜調定事由＞調定事由内容

＜減免等理由コード＞減免等理由ｺｰﾄﾞ、減免等理由内容

＜減額コード＞減額内容

＜加算金コード＞加算金内容

＜課標（新車版）＞
登録番号_固有、中古車用ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ時基準額、自家用税額1～3、営業用税額1～3、ﾒｰｶｰ名称_課標、車名1～3、仕様1～5、制度1～5、販売開始年月、自家用耐
用年数、営業用耐用年数、更新日、低燃費軽減基準額、低燃費軽減税額_自、低燃費軽減税額_営、ﾍﾟｰｼﾞ番号_左、ﾍﾟｰｼﾞ番号_右、中古車製本区分、一覧表ﾍﾟｰ
ｼﾞ、全長、全幅、全高、輸入車排気量、共通標準装備1～4
＜分配累積＞
登録番号A_支局等ｺｰﾄﾞA、登録番号A_分類番号1A、登録番号A_分類番号2A、登録番号A_分類番号3A、登録番号A_一連番号A、登録番号B_支局等ｺｰﾄﾞB、登録
番号B_分類番号1B、登録番号B_分類番号2B、登録番号B_分類番号3B、登録番号B_一連番号B、使用者欄_所有者ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_市郡区ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_
町大字ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_小字ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_丁目、所有者_市郡区ｺｰﾄﾞ、所有者_町大字ｺｰﾄﾞ、所有者_小字ｺｰﾄﾞ、所有者_丁目、使用者_市郡区ｺｰﾄﾞ、使用者_
町大字ｺｰﾄﾞ、使用者_小字ｺｰﾄﾞ、使用者_丁目、車名_50、更新ﾋﾞｯﾄ_更新ﾋﾞｯﾄA、使用の本拠漢字_桁数、使用の本拠漢字_具体名、所有者住所漢字_桁数、所有者住
所漢字_具体名、所有者氏名漢字_桁数、所有者氏名漢字_具体名、使用者住所漢字_桁数、使用者住所漢字_具体名、使用者氏名漢字_桁数、使用者氏名漢字_具
体名、車名コード_3、改造車の前類別区分番号、使用の本拠_都道府県ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用の本拠_市区町村ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用の本拠_大字_通称名ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用
の本拠_字名_丁目ｺｰﾄﾞ_J-LIS、所有者_都道府県ｺｰﾄﾞ_J-LIS、所有者_市区町村ｺｰﾄﾞ_J-LIS、所有者_大字_通称名ｺｰﾄﾞ_J-LIS、所有者_字名_丁目ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用

者_都道府県ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用者_市区町村ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用者_大字_通称名ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用者_字名_丁目ｺｰﾄﾞ_J-LIS
＜道路面積＞市町村ｺｰﾄﾞ、道路延長、道路面積
＜住基ネット住所変更＞ｼｰｹﾝｽ番号、漢字氏名、ｶﾅ氏名、性別、住所、異動年月日、生存状況、変更状況
＜電子申請住所変更＞
到達番号、郵便番号、都道府県、市区郡町村名、方書、届出者カナ氏名、届出者漢字氏名、届出者郵便番号、届出者住所、届出者電話番号、住所更新フラグ、エ
ラーフラグ、エラーメッセージ
＜基本情報照会＞
表示_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、表示_登録番号_分類番号、表示_登録番号_ｶﾅ文字、表示_登録番号_一連番号、登録番号_区分ｺｰﾄﾞ_課税調定、登録番号_分類番号_課
税調定、登録番号_ｶﾅ文字_課税調定、登録番号_一連番号_課税調定、番変前情報_登録日、番変前情報_番変日、番変後情報_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、番変後情報_
登録番号_分類番号、番変後情報_登録番号_ｶﾅ文字、番変後情報_登録番号_一連番号、番変後情報_登録日、番変後情報_番変日
＜課標（追録）＞
封筒番号、返戻帳票種類、返戻日、納税通知書番号、収納番号
＜仮占有者＞占有日

＜課標（新車版）＞
登録番号_固有、中古車用ｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ時基準額、自家用税額1～3、営業用税額1～3、ﾒｰｶｰ名称_課標、車名1～3、仕様1～5、制度1～5、販売開始年月、自家用耐
用年数、営業用耐用年数、更新日、低燃費軽減基準額、低燃費軽減税額_自、低燃費軽減税額_営、ﾍﾟｰｼﾞ番号_左、ﾍﾟｰｼﾞ番号_右、中古車製本区分、一覧表ﾍﾟｰ
ｼﾞ、全長、全幅、全高、輸入車排気量、共通標準装備1～4
＜分配累積＞
登録番号A_支局等ｺｰﾄﾞA、登録番号A_分類番号1A、登録番号A_分類番号2A、登録番号A_分類番号3A、登録番号A_一連番号A、登録番号B_支局等ｺｰﾄﾞB、登録
番号B_分類番号1B、登録番号B_分類番号2B、登録番号B_分類番号3B、登録番号B_一連番号B、使用者欄_所有者ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_市郡区ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_
町大字ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_小字ｺｰﾄﾞ、使用の本拠_丁目、所有者_市郡区ｺｰﾄﾞ、所有者_町大字ｺｰﾄﾞ、所有者_小字ｺｰﾄﾞ、所有者_丁目、使用者_市郡区ｺｰﾄﾞ、使用者_
町大字ｺｰﾄﾞ、使用者_小字ｺｰﾄﾞ、使用者_丁目、車名_50、更新ﾋﾞｯﾄ_更新ﾋﾞｯﾄA、使用の本拠漢字_桁数、使用の本拠漢字_具体名、所有者住所漢字_桁数、所有者住
所漢字_具体名、所有者氏名漢字_桁数、所有者氏名漢字_具体名、使用者住所漢字_桁数、使用者住所漢字_具体名、使用者氏名漢字_桁数、使用者氏名漢字_具
体名、車名コード_3、改造車の前類別区分番号、使用の本拠_都道府県ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用の本拠_市区町村ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用の本拠_大字_通称名ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用
の本拠_字名_丁目ｺｰﾄﾞ_J-LIS、所有者_都道府県ｺｰﾄﾞ_J-LIS、所有者_市区町村ｺｰﾄﾞ_J-LIS、所有者_大字_通称名ｺｰﾄﾞ_J-LIS、所有者_字名_丁目ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用

者_都道府県ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用者_市区町村ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用者_大字_通称名ｺｰﾄﾞ_J-LIS、使用者_字名_丁目ｺｰﾄﾞ_J-LIS
＜道路面積＞市町村ｺｰﾄﾞ、道路延長、道路面積
＜住基ネット住所変更＞ｼｰｹﾝｽ番号、漢字氏名、ｶﾅ氏名、性別、住所、異動年月日、生存状況、変更状況
＜電子申請住所変更＞
到達番号、郵便番号、都道府県、市区郡町村名、方書、届出者カナ氏名、届出者漢字氏名、届出者郵便番号、届出者住所、届出者電話番号、住所更新フラグ、エ
ラーフラグ、エラーメッセージ
＜基本情報照会＞
表示_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、表示_登録番号_分類番号、表示_登録番号_ｶﾅ文字、表示_登録番号_一連番号、登録番号_区分ｺｰﾄﾞ_課税調定、登録番号_分類番号_課
税調定、登録番号_ｶﾅ文字_課税調定、登録番号_一連番号_課税調定、番変前情報_登録日、番変前情報_番変日、番変後情報_登録番号_区分ｺｰﾄﾞ、番変後情報_
登録番号_分類番号、番変後情報_登録番号_ｶﾅ文字、番変後情報_登録番号_一連番号、番変後情報_登録日、番変後情報_番変日
＜課標（追録）＞
封筒番号、返戻帳票種類、返戻日、納税通知書番号、収納番号
＜仮占有者＞占有日
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（別添２）ファイル記録項目

〔収納管理〕
≪収納管理≫（記録項目５２４項目）
＜収納ｷｰ変換＞収納ｷｰ1、収納ｷｰ2、収納整理番号、収納期別、調定事由SEQ、宛名番号（個人番号）
＜収納＞
本税課税SEQ、業務固有ｷｰ、漢字業務固有ｷｰ、本税賦課年度、本税本年度調定年月、本税本年度調定額、本税本年度収入額、本税本年度還付額、本税本年度
不納欠損額、本税本年度未収額、本税累計収納額、本税累計還付額、本税累計不納欠損額、本税累計未収額、本税課税額、本税新年度減額、本税当初調定年
月、本税当初調定額、本税取消ﾌﾗｸﾞ、本税時効完成日、本税時効起算日、本税時効起算種別、延滞金賦課年度、延滞金本年度調定年月、延滞金本年度調定
額、延滞金本年度収入額、延滞金本年度還付額、延滞金本年度不納欠損額、延滞金本年度未収額、延滞金累計収入額、延滞金累計還付額、延滞金累計不納欠
損額、延滞金累計未収額、延滞金課税額、延滞金新年度減額、延滞金現在確定額、延滞金計算不可ﾌﾗｸﾞ、加算金課税SEQ、加算金賦課年度、過少本年度調定
年月、過少本年度調定額、過少本年度収入額、過少本年度還付額、過少本年度不納欠損額、過少本年度未収額、過少累計収入額、過少累計還付額、過少累計
不納欠損額、過少累計未収額、過少課税額、過少新年度減額、不申本年度調定年月、不申本年度調定額、不申本年度収入額、不申本年度還付額、不申本年度
不納欠損額、不申本年度未収額、不申累計収入額、不申累計還付額、不申累計不納欠損額、不申累計未収額、不申課税額、不申新年度減額、重加本年度調定
年月、重加本年度調定額、重加本年度収入額、重加本年度還付額、重加本年度不納欠損額、重加本年度未収額、重加累計収入額、重加累計還付額、重加累計
不納欠損額、重加累計未収額、重加課税額、重加新年度減額、加算金時効完成日、加算金時効起算日、加算金時効起算種別、法定納期限ｺｰﾄﾞ、法定納期限、
指定納期限ｺｰﾄﾞ、指定納期限、監査納期限ｺｰﾄﾞ、監査納期限、加算金納期限、申告日、期限後申告日、繰上前納期限、納期変更ﾌﾗｸﾞ、収納回数、更正回数、還
付回数、還付済ｶｳﾝﾀ、還付予定過誤納ｶｳﾝﾀ、還付予定過誤納以外ｶｳﾝﾀ、財産差押ｶｳﾝﾀ、執行停止ｶｳﾝﾀ、換価猶予差押ｶｳﾝﾀ、換価猶予非差押ｶｳﾝﾀ、徴収猶
予収納ｶｳﾝﾀ、徴収猶予税目別ｶｳﾝﾀ、証券受託ｶｳﾝﾀ、徴収嘱託ｶｳﾝﾀ、交付要求ｶｳﾝﾀ、参加差押ｶｳﾝﾀ、納税誓約ｶｳﾝﾀ、納税計画ｶｳﾝﾀ、不納欠損本税ｶｳﾝﾀ、
不納欠損加算金ｶｳﾝﾀ、延滞金減免ｶｳﾝﾀ、繰上徴収ｶｳﾝﾀ、納税承継ｶｳﾝﾀ、公売売却ｶｳﾝﾀ、徴猶最新滞納ｺｰﾄﾞ、徴猶最新期限、納通発送年月日、納通返戻ﾌﾗ
ｸﾞ、納通返戻設定年月日、納通公示ﾌﾗｸﾞ、納通公示日、督促本税発付ﾌﾗｸﾞ1～2、督促本税発付日1～2、督促本税発付額1～2、督促本税返戻ﾌﾗｸﾞ1～2、督促本税
返戻日1～2、督促本税公示ﾌﾗｸﾞ、督促本税公示日、督促加算金種別、督促加算金発付ﾌﾗｸﾞ、督促加算金発付日、督促加算金発付額、督促加算金返戻ﾌﾗｸﾞ、督
促加算金返戻日、督促加算金公示ﾌﾗｸﾞ、督促加算金公示日、督促停止期限、催告停止期限、事業年度開始年月日、事業年度終了年月日、国税通知日、重加算
対象税額、自動車税課税ｺｰﾄﾞ、自動車税名変ﾌﾗｸﾞ、自動車税名変日、自動車税番変ﾌﾗｸﾞ、自動車税番変日、自動車税登録日、自動車税車検満了日、自動車税
発行保留ﾌﾗｸﾞ、自動車税口座有無、自動車税抹消日、自動車税一括納付有無、自動車税事故処理日、自動車税車台番号、自動車税初度登録年月、自動車税車
名、自動車税転入日、自動車税転出日、自動車税税率ｺｰﾄﾞ、自動車税ｸﾞﾘｰﾝ化軽課対象区分、自動車税ｸﾞﾘｰﾝ化特例、自動車税所有形態、自動車税課税替ﾌﾗ
ｸﾞ、自動車税占有ﾌﾗｸﾞ、自動車税課税保留事由、鉱区税抹消日、不動産生前一括贈与、本税最新収納日、現繰ｺｰﾄﾞ本税、現繰ｺｰﾄﾞ延滞金、現繰ｺｰﾄﾞ加算金、誤
納時税目ｺｰﾄﾞ、滞納整理ﾌﾗｸﾞ、ﾀﾞﾐｰﾌﾗｸﾞ、特別税ﾌﾗｸﾞ、本税割区分、本税割保有ﾌﾗｸﾞ、本税割数、課税なしｻｲﾝ
＜納付履歴＞
納付区分、収入整理日、収入計上年度、収入計上年月、収納日、収入金ｺｰﾄﾞ、収納額、うち歳入還付額、うち歳出還付額、うち歳計外還付額、収入本税割区分、済
通処理日、済通冊番、済通連番、済通枝番、消込処理日、充当元税目ｺｰﾄﾞ、充当元県税ｺｰﾄﾞ、充当元整理番号、充当元期別、充当元調定事由ｺｰﾄﾞ、充当元調定
事由SEQ、充当元還付日、充当元歳入歳出区分、納付書管理番号
＜更正履歴＞
減額ｺｰﾄﾞ、減額調定事由、本税変更ﾌﾗｸﾞ、本税課税SEQ、本税調定年月、本税調定額、本税課税額、延滞金変更ﾌﾗｸﾞ、延滞金賦課年度、延滞金調定年月、延滞
金調定額、延滞金課税額、加算金賦課年度、過少変更ﾌﾗｸﾞ、過少調定年月、過少調定額、不申変更ﾌﾗｸﾞ、不申調定年月、不申調定額、重加変更ﾌﾗｸﾞ、重加調定
年月、重加調定額、過誤納発生日、起算基準日
＜還付発生合計＞
還付回数、還付原因区分ｺｰﾄﾞ、還付処理形態区分、還付処理状態ｺｰﾄﾞ、還付異動ﾌﾗｸﾞ、還付予定作成日、還付充当入力日、随時還付ﾌﾗｸﾞ、随時還付入力日、還
付停止ﾌﾗｸﾞ、還付停止入力日、還付通知書番号歳入、還付通知書番号歳出、還付通知書番号歳計外、支払方法、還付予定日、過誤納発生更正履歴更正回数、
過誤納発生減額ｺｰﾄﾞ、過誤納発生減額調定事由、過誤納発生調定年度、過誤納発生日、過誤納発生起算基準日、納付済額本税、納付済額延滞金、納付済額過
少、納付済額不申、納付済額重加、納付すべき額本税、納付すべき額延滞金、納付すべき額過少、納付すべき額不申、納付すべき額重加、過誤納額本税、過誤
納額延滞金、過誤納額過少、過誤納額不申、過誤納額重加、還付加算金起算日、還付加算金区分、還付加算金除算期間始期、還付加算金除算期間終期、還付
加算金合計、充当元合計歳入本税、充当元合計歳入延滞金、充当元合計歳入過少、充当元合計歳入不申、充当元合計歳入重加、充当元合計歳入合計、充当元
合計歳出本税、充当元合計歳出延滞金、充当元合計歳出過少、充当元合計歳出不申、充当元合計歳出重加、充当元合計歳出合計、充当元合計歳出還付加算
金充当、充当元合計歳計外本税、充当元合計歳計外延滞金、充当元合計歳計外過少、充当元合計歳計外不申、充当元合計歳計外重加、充当元合計歳計外合
計、充当元合計歳計外還付加算金充当、充当元合計充当額合計、差引還付額合計、還付合計歳入会計年度、還付合計歳入還付額、還付合計歳入うち本税、還
付合計歳入うち延滞金、還付合計歳入うち過少、還付合計歳入うち不申、還付合計歳入うち重加、還付合計歳出会計年度、還付合計歳出還付額、還付合計歳出う
ち本税、還付合計歳出うち延滞金、還付合計歳出うち過少、還付合計歳出うち不申、還付合計歳出うち重加、還付合計歳出うち還付加算金、還付合計歳計外会計
年度、還付合計歳計外還付額、還付合計歳計外うち本税、還付合計歳計外うち延滞金、還付合計歳計外うち過少、還付合計歳計外うち不申、還付合計歳計外うち
重加、還付合計歳計外うち還付加算金、還付調書出力ﾌﾗｸﾞ、支出調書出力ﾌﾗｸﾞ、証明書発行停止ﾌﾗｸﾞ、還付発生履歴ｶｳﾝﾀ、還付加算金内訳ｶｳﾝﾀ、還付充当内
訳ｶｳﾝﾀ
＜還付発生履歴＞
一連番号、納付履歴収納回数、納付履歴収入計上年度、納付履歴収入計上年月、納付履歴収納日、納付履歴収入金ｺｰﾄﾞ、発生時収納額、還付発生納付額、歳
入歳出歳計外区分、合算一連番号、合算内訳件数、ｴﾝﾄﾘ番号
＜還付加算金内訳＞枝番、計算期間始期、計算期間終期、計算期間総日数、除算期間始期、除算期間終期、除算期間日数、差引日数、基礎金額、加算金額
＜還付充当内訳＞
充当区分、特例充当区分、充当適状日、充当年度、充当収納ｷｰ1、充当収納ｷｰ2、充当税目ｺｰﾄﾞ、充当県税ｺｰﾄﾞ、充当整理番号、充当期別、充当調定事由、充当
調定事由SEQ、充当個人番号、充当額歳入、充当額歳出、充当額歳計外、充当額合計
＜還付先＞
還付先個人番号、還付先変更ﾌﾗｸﾞ、ﾃﾞｲﾗｰｺｰﾄﾞ、還付先宛名組織ｺｰﾄﾞ、還付先宛名表示位置、還付先氏名ｶﾅ、還付先氏名漢字、還付先郵便番号、還付先住所、
還付先住所地番、還付先住所方書漢字、金融機関ｺｰﾄﾞ、支店ｺｰﾄﾞ、預金種別ｺｰﾄﾞ、口座番号、口座名義人氏名ｶﾅ、口座取得元区分、支払方法、委任、共通1号
様式_変更、共通1号様式_取消、共通1号様式_事故登録、共通1号様式_事故解除、変更理由_支払変更、変更理由_通知書亡失、変更理由_受取人変更、変更理由_
氏名変更、変更理由_住所変更、変更理由_受取人死亡、変更理由_充当、変更理由_再発行、変更理由_その他、変更理由_備考、特記事項、支払内容、文書番号
年度、文書番号県税ｺｰﾄﾞ、文書番号･親番、文書番号･枝番、共通1号金融機関、変更後還付通知書番号歳入、変更後還付通知書番号歳出、変更後還付通知書
番号歳計外
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（別添２）ファイル記録項目

＜納付書消込ﾃﾞｰﾀ＞
済通冊番、済通連番、済通枝番、消込ﾃﾞｰﾀ区分、配信先県税ｺｰﾄﾞ、配信先税目ｺｰﾄﾞ、外部税目ｺｰﾄﾞ、外部県税ｺｰﾄﾞ、外部整理番号、外部期別、外部調定事由ｺｰ
ﾄﾞ、外部調定事由SEQ、内部税目ｺｰﾄﾞ、内部県税ｺｰﾄﾞ、内部整理番号、内部期別、内部調定事由ｺｰﾄﾞ、内部調定事由SEQ、本税収納額、延滞金収納額、過少収納
額、不申収納額、重加収納額、領収年月日、収入整理日、誤納区分、強制消込ﾌﾗｸﾞ、誤納強制還付ﾌﾗｸﾞ、誤納税目ｺｰﾄﾞ
＜消込結果＞
外部税目ｺｰﾄﾞ、内部税目ｺｰﾄﾞ、内部県税ｺｰﾄﾞ、内部整理番号、内部期別、内部調定事由ｺｰﾄﾞ、内部調定事由SEQ、本税収入額、延滞金収入額、過少収入額、不
申収入額、重加収入額、領収日、誤納区分、延滞金計算不可、主要法人、還付予定、納付書変更、強制消込、誤納強制還付、計上年月、本税計上年度、本税現
繰区分、本税現繰ｺｰﾄﾞ、延滞金計上年度、延滞金現繰区分、延滞金現繰ｺｰﾄﾞ、加算金計上年度、加算金現繰区分、加算金現繰ｺｰﾄﾞ、本税督促発付ﾌﾗｸﾞ、加算金
督促発付ﾌﾗｸﾞ、延滞金調定増減額
＜更新明細＞
分類県税ｺｰﾄﾞ、分類税目ｺｰﾄﾞ、分類計上年月、分類更新明細ﾃﾞｰﾀ区分、本税増減額、延滞金増減額、過少増減額、不申増減額、重加増減額、処理形態区分、発

生年月日、延滞金計上年度、更新警告区分、合計調定調整ﾌﾗｸﾞ
＜速報＞計上年度、現繰区分、調定額、収入額、過納額、誤納額、不納欠損額
＜納付書発行履歴＞
収納処理区分ｺｰﾄﾞ、不申調定額、重加調定額、納付額合計、OCR1、OCR2、ｺﾝﾋﾞﾆﾊﾞｰｺｰﾄﾞ情報、確認番号、納付書納付区分、送信済ﾌﾗｸﾞ、送信年月日、納付内
容ｶﾅ、納付内容漢字、発行年月日、支払期日
＜収納更正元＞更正処理区分、更正完了区分、整理番号、期別、更正理由ｺｰﾄﾞ、備考
＜収納更正先＞延滞金収入額、過少収入額、不申収入額、重加収入額
＜委任状＞受付日、委任日、使用状態、還付先電話番号、口座名義人氏名漢字
＜自動車一括管理＞代表県税ｺｰﾄﾞ、除外車両ｶｳﾝﾀ

＜納付書消込ﾃﾞｰﾀ＞
済通冊番、済通連番、済通枝番、消込ﾃﾞｰﾀ区分、配信先県税ｺｰﾄﾞ、配信先税目ｺｰﾄﾞ、外部税目ｺｰﾄﾞ、外部県税ｺｰﾄﾞ、外部整理番号、外部期別、外部調定事由ｺｰ
ﾄﾞ、外部調定事由SEQ、内部税目ｺｰﾄﾞ、内部県税ｺｰﾄﾞ、内部整理番号、内部期別、内部調定事由ｺｰﾄﾞ、内部調定事由SEQ、本税収納額、延滞金収納額、過少収納
額、不申収納額、重加収納額、領収年月日、収入整理日、誤納区分、強制消込ﾌﾗｸﾞ、誤納強制還付ﾌﾗｸﾞ、誤納税目ｺｰﾄﾞ
＜消込結果＞
外部税目ｺｰﾄﾞ、内部税目ｺｰﾄﾞ、内部県税ｺｰﾄﾞ、内部整理番号、内部期別、内部調定事由ｺｰﾄﾞ、内部調定事由SEQ、本税収入額、延滞金収入額、過少収入額、不
申収入額、重加収入額、領収日、誤納区分、延滞金計算不可、主要法人、還付予定、納付書変更、強制消込、誤納強制還付、計上年月、本税計上年度、本税現
繰区分、本税現繰ｺｰﾄﾞ、延滞金計上年度、延滞金現繰区分、延滞金現繰ｺｰﾄﾞ、加算金計上年度、加算金現繰区分、加算金現繰ｺｰﾄﾞ、本税督促発付ﾌﾗｸﾞ、加算金
督促発付ﾌﾗｸﾞ、延滞金調定増減額
＜更新明細＞
分類県税ｺｰﾄﾞ、分類税目ｺｰﾄﾞ、分類計上年月、分類更新明細ﾃﾞｰﾀ区分、本税増減額、延滞金増減額、過少増減額、不申増減額、重加増減額、処理形態区分、発

生年月日、延滞金計上年度、更新警告区分、合計調定調整ﾌﾗｸﾞ
＜速報＞計上年度、現繰区分、調定額、収入額、過納額、誤納額、不納欠損額
＜納付書発行履歴＞
収納処理区分ｺｰﾄﾞ、不申調定額、重加調定額、納付額合計、OCR1、OCR2、ｺﾝﾋﾞﾆﾊﾞｰｺｰﾄﾞ情報、確認番号、納付書納付区分、送信済ﾌﾗｸﾞ、送信年月日、納付内
容ｶﾅ、納付内容漢字、発行年月日、支払期日
＜収納更正元＞更正処理区分、更正完了区分、整理番号、期別、更正理由ｺｰﾄﾞ、備考
＜収納更正先＞延滞金収入額、過少収入額、不申収入額、重加収入額
＜委任状＞受付日、委任日、使用状態、還付先電話番号、口座名義人氏名漢字
＜自動車一括管理＞代表県税ｺｰﾄﾞ、除外車両ｶｳﾝﾀ

〔滞納管理〕
＜滞納管理＞（記録項目５１項目）
経過記録、納税計画、納税計画明細、納税計画証券管理、納税計画枠、ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理、滞納処分、滞納処分明細、滞納処分証券管理、滞納処分相続、滞納処分
財産、収納個人、停止欠損、停止欠損明細、財産、財産電話加入権、財産不動産、財産不動産明細、財産給料等、財産債権、財産保険、財産預貯金、財産自動
車、財産その他、財産預貯金取引、財産権利者、収納個人所得、収納個人所得明細、担当者引継、滞納者異動、滞納処分費、復命管理、調査書対象者、不能欠
損対象者、収納個人異動履歴、文書管理、財産本店、配当、配当財産、配当明細、充当、充当明細、滞納整理状況、滞納整理状況明細、自動車異動情報、滞納
者一覧、滞納者一覧条件、欠損一括明細、ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀ、滞納者整理、滞納帳票管理

〔情報照会管理〕（記録項目７９項目）

＜情報照会＞

（個人識別符号）符号

（業務ヘッダ部）

電文メッセージＩＤ、電文種別ＩＤ、電文実行モード、送信元システム識別子、送信先システム識別子、中間サーバー受付番号、電文結果コード

（業務ボディ部）

送信元部署コード、送信元ユーザＩＤ、システム識別子、処理モード、変更前団体内統合宛名番号、変更後団体内統合宛名番号、処理結果区分、処理結果詳細

コード、添付ファイル名称、添付ファイル参照先ＩＤ、レコード識別番号、検索用中間サーバー受付番号、処理受付日時、処理要求ユーザＩＤ、処理完了日時、処理

件数、エラー件数、符号取得ステータス、団体内統合宛名番号確認結果、処理通番

＜地方税関係情報＞

（地方税その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報）（個人住民税情報）

課税年度、合計所得金額、給与所得額、営業所得額、農業所得額、特例肉用牛所得額、配偶者控除等、一般、特定、老人、同老、控除対象配偶者、扶養控除対

象、都道府県民税所得割額、所得税確定申告書の提出の有無、住民税申告書の提出の有無

＜生活保護関係情報＞

（生活保護法による保護の実施に関する情報）

支給有無、支給開始年月日、支給終了年月日、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助

＜障害者関係情報＞

（身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的

障害者に関する情報）

身体障害者手帳有無、身体障害者手帳初回交付年月日、身体障害者手帳返還年月日、身体障害者手帳再交付年月日、身体障害者手帳再認定年月日、身体障

害者手帳等級、障害名、身体障害者手帳部位、身体障害者手帳障害認定日、精神障害者保健福祉手帳有無、精神手帳交付年月日、精神手帳返還年月日、精神

手帳再交付年月日、精神手帳等級、精神手帳有効期間開始年月日、精神手帳有効期間終了年月日、療育手帳有無、療育手帳交付年月日、療育手帳返還年月

日、療育手帳再交付年月日、療育手帳判定年月日、療育手帳障害程度、軽自動車税減免有無、自動車税減免有無
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Ⅲ リスク対策（プロセス）

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・本人から個人番号を入手した場合
①個人番号カード
②通知カード及び運転免許証等写真の表示により本人を特定できる書類
③以下のア及びイの書類の提示をうけること等
ア　個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
イ　写真の表示等により本人を特定できる書類
以上の①から③までのいずれかの書類の提示等により、本人確認を行う。
・代理人から個人番号を入手した場合
ア　委任状等の代理権を明らかにする書類
イ　写真の表示等により代理人を特定できる書類
ウ　個人番号カード等の本人の個人番号・氏名等が記載された書類（写し）
以上のアからウまでの書類の提示を受けること等により、代理人による本人確認を行う。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

個人カードの提示、もしくは通知カードと身分証明書の提示を受けて、個人番号の真正性確認を行う。以
前に取得した個人番号が変更されていないか、申告書及び届出書提出の際にチェックを行い、変更が
あれば修正を行う。また、必要に応じて住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、本人確認を行
う。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

庁内連携又は市町と連携して所得情報、住所情報の正確性を確認する。必要に応じて住民基本台帳
ネットワークシステムを利用して、本人確認を行う。また、本人にも確認していただく。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・書面を本人（又は本人の代理人）に提示する際、何のための書類か、山口県ではどのように利用する
かを説明したうえで、書面を提出していただく。
・書面の場合は、本人（又は本人の代理人）から直接書面を受け取ることを原則とし、郵送などの場合は
担当所属名及び所在地を明記して、当該所在地あてに返送していただく。
・他の機関及び庁内連携により入手する際も、特定の権限者以外は情報照会できず、また、情報照会・
情報提供の記録が逐一保存される仕組みが確立したその他機関及び庁内連携システムにより入手す
る。
・国税連携システムによる国税連携データの入手については、ｅＬＴＡＸ(地方税ポータルシステム）からの
受信のみであり、それ以外の方法での入手はできない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・本人（又は本人の代理人）が必要な情報以外を誤って記載することがないような書面様式とする。ま
た、記載要領を充実し、必要最小限の情報の記載となるようにする。
・他の機関及び庁内連携により入手する際も、対象者の必要な情報以外を入手しないこととする。
・国税連携によりｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）から必要な情報のみ送信されるため、対象者の情
報しか入手することができない。

 その他の措置の内容
・個人事業税課税調査対象者の住所変更等により、他の都道府県に課税権がある情報が提供される場
合があり、その場合は国税連携システムの団体間回送機能により該当する都道府県に提供される。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・本人（又は本人の代理人）が書面を提出する際に、本人（又は本人の代理人）が本人以外の情報を
誤って記載することがないようチェックを行う。
・他の機関及び庁内連携により入手する際も、対象者以外の情報を入手しないこととする。
・国税連携システムによりｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）から送信される情報は、所得税申告書等
に記載・入力された納税地により送信先が判定され対象者の情報のみ送信されるため、対象者の情報
しか入手することができない。

 １．特定個人情報ファイル名

税務システムデータベースファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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Ⅲ リスク対策（プロセス）

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

－

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・庁内連携システムによる特定個人情報の入手については暗号化を実施して、専用回線を使用する。
・書面の場合は、本人から直接書面を受け取ることを原則とし、郵送などの場合は担当所属名及び所在
地を明記して、当該所在地あてに返送していただく。
・国税連携システムによる国税連携データの受信は、専用回線、ＬＧＷＡＮ回線を使用している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容
端末ＰＣについては、画面の盗み見・不正利用対策として、離席時のパスワード付きスクリーンセー
バー・ログオフが設定されている。

 リスクへの対策は十分か [ 特に力を入れている 2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 具体的な管理方法
・システムパスワードは、定期的に、毎回、ユーザーＩＤに対して発行している。
・ユーザーＩＤやアクセス権をセキュリティ管理者が定期的に確認し、異動退職による業務上アクセスが
不要となったＩＤやアクセス権を変更又は削除している。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・特定個人情報等システムデータの更新記録は７年間保管する。
・システムへのログイン記録、個人を特定した検索及び特定後の操作ログの記録を行う。操作者は個人
まで特定でき、ログ記録は７年間保管する。また記録は月１回セキュリティ責任者が検査・分析を行い、
不正アクセスがないことを確認する。

記録を残している[ 2) 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な管理方法

①ＩＤ／システムパスワードの発行管理
・部署及び業務別にアクセス権限を管理している。
・業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかを確認し、業務に必要なアクセス権限の
みを付与している。
②失効管理
・権限を有していた職員の異動退職情報をセキュリティ責任者が確認し、異動退職があった際はアクセ
ス権限を更新し、当該ＩＤを失効させる。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

・税務システムの端末のコンピュータ名などからファイアウォールによるアクセス制御を行っており、税務
システムを利用する必要がある職員、委託先を特定し、個人ごとにユーザーＩＤを割り当てるとともに、
ユーザーＩＤ及びシステムパスワードによるユーザ認証を行っている。
・ユーザーＩＤのログ情報を保管して、管理している。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない]

]

 リスクへの対策は十分か [ 特に力を入れている

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

統合宛名管理システムにおいては、個別業務において管理する特定個人情報を保持しない。

 事務で使用するその他のシ
ステムにおける措置の内容

・税務システムには、税務に関係のない情報を保有しない。
・税務システムは、庁内において、①統合宛名管理システム、②中間サーバーと接続するが、特定個人
情報の連携については、情報提供ネットワークシステムへの地方税関係情報又は障害者関係情報又は
生活保護関係情報を照会する場合の処理に限られるよう制限する。また、税務システムから他のシステ
ムへの特定個人情報の連携は、情報照会に必要となる情報（個人番号及び宛名情報等）以外の情報連
携は行わないよう制限する。

 その他の措置の内容

・税務システムの利用については、端末ＰＣをＩＣカードとユーザーＩＤ及びパスワードによる認証を行い、
利用者を限定しており、端末の情報を持ち出せないようにしている。
・端末ＰＣのパスワードについては、８桁以上、英数字と記号を組み合わせたもので、堅牢なパスワード
としている。また、この端末ＰＣのパスワードは、定期的に（３か月に１回）変更している。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]
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Ⅲ リスク対策（プロセス）

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容
・端末ＰＣについて、ＩＣカード認証によりセキュリティ対策を行っており、端末データの複製を持ち出せな
いようにしている。
・バックアップ処理の実行権限を持つ者を限定している。

 リスクへの対策は十分か [ 特に力を入れている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

委託契約上、以下の措置をとる旨を規定している。
・業務を処理するために委託元から引き渡され、又は委託先が収集し、若しくは作成した個人情報が記
録されている資料等は、業務完了後直ちに返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託元が別に指
示したときは、その指示に従うものとする。

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託先は山口県の指示又は承認があるときを除き、特定個人情報の目的外利用及び第三者に提供し
てはならない。また、委託先は山口県の承認があるときを除き、特定個人情報の複写、複製、又はこれ
らに類する行為をすることができない。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

委託先に特定個人情報等を提供する際、所定の授受簿を取り交わすことにより、授受書に数量記入と
押印をしていただき、当県上長がそれを確認して押印する。委託先から受領する場合も同様。記録（授
受書）は７年間保管する。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 具体的な制限方法

委託契約書において、個人情報取扱特記事項を明記している。
・秘密の保持、収集の制限、目的外利用及び提供の禁止、適正管理、複写又は複製の禁止等。
情報セキュリティ実施手順において、外部委託業者の要員用ＩＤをアクセス管理者が制限及び管理して
いる。
・ＩＤ、パスワード、ＩＣカード及びパソコンが保持するコンピュータ名を用いてユーザ認証を行っている。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法

＜税務システムの運用における具体的な方法＞
委託先における特定個人情報等システムの利用履歴について、利用者ＩＤ、操作日時、画面名称、操作
内容、データベースへのアクセス記録等のログ記録を７年間保管する。

＜国税連携システムの運用における具体的な方法＞
国税連携システムにおいては、クライアント端末より操作した内容が履歴情報として、受信サーバ上に保
存される。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

①税務システムは、庁内ネットワーク全体を監視する侵入検知システムにより、不正侵入を検知している。
②ファイアウォールで、税務システムに対する不正侵入を検知した際は、税務システムのファイアウォールの接続ポイントを切り離すこと
としている。

] 委託しない

[ 制限している

外部委託業者を選定する際、先方の個人情報適正管理体制等を確認する。
・個人情報の管理的保護措置（個人情報取扱規定、体制等の整備等）
・個人情報の物理的保護措置（人的安全管理、施設及び設備の整備、データ管理、バックアップ等）
・個人情報の技術的保護措置（アクセス制限、アクセス監視や記録等）

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]

 リスクに対する措置の内容
業務外利用の禁止等や、業務情報の漏えい等について、定期的にセキュリティ対策に関する文書により
通知している。また、研修時にも指導している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク
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 具体的な方法
国税連携システムにより２年間の間、団体間回送の記録（他の都道府県への提供）を受信サーバに保
管する。なお、国税連携システムによる本県と国税庁及び他都道府県との間の連携については、ＬＧＷ
ＡＮを用い、暗号化した上で、決められた情報のみを提供するようシステムで制御している。

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

－

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]

 具体的な方法
再委託先及び業務従事者から個人情報保護に係る誓約書を提出させており、再委託承認書に秘密の
保持及び個人情報の保護に万全を期することと、再委託先からの更なる再委託に関しては禁止する旨
を明記している。

 その他の措置の内容
業務従事者ごとにユーザーＩＤを割り当てるとともに、パスワード、ＩＣカード及びパソコンが保持するコン
ピュータ名を用いたユーザ認証や、操作ログの記録を行っている。

 リスクへの対策は十分か [ 特に力を入れている

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容
国税連携システムの団体間回送機能において、国税連携データは都道府県間のみデータの提供ができ
る。なお、国税連携システムによる本県と国税庁及び他都道府県との間の連携については、ＬＧＷＡＮを
用い、暗号化した上で、決められた情報のみを提供するようシステムで制御している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容
国税連携システムの団体間回送機能において、国税連携データは都道府県間のみデータの提供ができ
る。なお、国税連携システムによる本県と国税庁及び他都道府県との間の連携については、ＬＧＷＡＮを
用い、暗号化した上で、決められた情報のみを提供するようシステムで制御している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 その他の措置の内容
端末ＰＣについて、トークンのICカードと、ユーザーＩＤ及びパスワードによるセキュリティ対策を行ってお
り、端末データの複製を持ち出せないようにしている。

 リスクへの対策は十分か [ 特に力を入れている

 特定個人情報の提供・移転
に関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

国税連携システムの団体間回送（他の都道府県への提供）については、番号法の規定に基づき、認め
られる特定個人情報の提供を、国税連携システムの団体間回送機能を使用して、定められたマニュア
ルのとおりに特定個人情報の提供を行う。また、特定個人情報保護の理解度を高めるため、規定内容
の周知を行う。

定めている[ ] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 規定の内容

・個人情報の秘密の保持
・個人情報の収集の制限
・個人情報の目的外利用及び提供の禁止
・個人情報の適正管理
・個人情報の複写又は複製の禁止
・再委託の禁止
・事故発生時における報告

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 特に力を入れて行っている

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている] 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞

] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞
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 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担
保されている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで安全性を確保している。

＜中間サーバーの運用における措置＞
・情報提供ネットワークシステムを利用する場合は、どの職員がどの特定個人情報をいつ何のために利
用したかがすべて記録される。番号法及び条例上認められる提供以外受け付けないようにしており、シ
ステム上提供が認められなかった場合についても記録を残し、提供記録は７年分保管する。また、中間
サーバーの職員認証・権限管理機能によるアクセス権限の付与及びその記録の管理等、中間サーバー
の運用方針については、国の規定に沿って行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜税務システムの運用における措置＞
・番号法の規定に基づき、認められる範囲内において特定個人情報の照会を行う。また、理解度を高め
るため、規定内容の周知を行い、業務以外に利用することを禁止する。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①情報照会機能（※１）により、情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可
証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（※２）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つ
まり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリ
ティリスクに対応している。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能（※３）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（※２）番号法別表第２及び第１９条第１４号に基づき、事務手続きごとに情報照会者、情報提供者、照
会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
（※３）中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人
情報へのアクセス制御を行う機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対
する措置

－

○ ] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

3） 課題が残されている

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [

＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め、漏えい・紛失のリスクに対応している（※）。
②既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオ
ンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（※）中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する
特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。
そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応
している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監視・障害
対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスすることはできない。

＜中間サーバーの運用における措置＞
・情報照会、情報提供の記録が逐一保存される仕組みが確立した庁内連携システムを通してやりとりす
ることで、不適切な方法で特定個人情報が漏えい・紛失することを防止する。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

] 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か [ 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

＜税務システムの運用における措置＞
・入手した特定個人情報について、税務システム内の情報と突合を行い、真正性及び正確性確認を行
う。また、別途、届出又は申告時には、その都度、届出などの内容と突合を行い、特定個人情報の正確
性確認を行う。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
・中間サーバーは、特定個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定
個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群

]

]

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

＜山口県における措置＞
①税務システムはログインパスワードを設定する他、パソコン利用時にはＩＣカードによる認証を必要とし
ている。また、利用するパソコンは、ＩＣカード認証のグループポリシーにより外部デバイス制御を行い、
外部入出力装置への出力を無効化している。
②税務システムのウィルス対策ソフト等のパターンファイルは、定期的に自動更新を行っており、随時更
新状況を確認のうえ、更新されない場合は、手動更新を行うとともに、自動更新されない原因を特定し、
自動更新されるよう修正している。

＜国税連携システムにおける措置＞
・ウィルス対策ソフトウェアの定期的パターン更新を行っている。
・不正アクセス防止策として、ＬＧＷＡＮ回線を使用し、またＦＷ（ファイア・ウォール）を導入している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームではUTM（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行う
とともに、ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

特に力を入れて行っている[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

＜山口県における措置＞
①税務システム及び国税連携システムのサーバ及び周辺機器の設置場所は、施錠管理及び入退室管
理されており、防火設備が整っている。また、サーバ設置場所は、監視カメラを設置している。
②サーバ機器等ラックは耐震措置が行われており、施錠管理を行っている。
③サーバ機器等に係る電源についても、予備電源を設置しており、非常用発電機も備え付けがある。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー･プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及
び施錠管理をすることとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの
混在によるリスクを回避する。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

特に力を入れて行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ②安全管理体制

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内容
の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対
応している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバーと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合
行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を
確保している。
③中間サーバー・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお
り、中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏
えい等のリスクを極小化する。

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない
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 手順の内容
保管期間の過ぎた特定個人情報を、システムで確認のうえ消去。紙媒体は保管期間ごとに分けて保管
し、保管期間が過ぎているものについて外部業者による裁断溶解処理を行う。データか紙かを問わず、
保管を行い、保管期間の過ぎたバックアップも消去する。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容 納税者情報は、随時、必要に応じて本人確認を行う。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている

] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

①サーバ、端末機器（パソコン）、記憶媒体等の廃棄、保管転換又はリース返却等、行政情報を消去する際は、復元不可能な状態にす
ることとしている。
②廃棄、保管転換又はリース返却時対応を実施した場合は、セキュリティ管理者の承認を得たうえ、実施内容を記録に残している。
③コンピュータ、外部記憶媒体（バックアップ媒体も含む）及び記憶装置を有するプリンター等の周辺装置の廃棄、保管転換又はリース
返却時は、次のとおり対応する。
・記憶装置又は記憶媒体を廃棄する場合は、消磁、破砕、溶解、その他の当該記憶装置又は記憶媒体に記録されていたファイル及びド
キュメントの復元が不可能となるよう措置する。
・業者委託する場合は、職員立ち会いのうえ、記憶装置（媒体）の物理的破壊を行い、廃棄証明書を提出させる。
④ＩＣカードを切り替えた時に旧カードが不要となった場合は、認証システムからカード情報を削除するとともにＩＣカードを物理的に破壊
し、廃棄記録簿に「廃棄年月日」「廃棄方法」「廃棄理由」「廃棄担当者」「廃棄立会者」を記載する。

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 特に力を入れている ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 その他の措置の内容 －

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
死者の個人番号と生存する個人の個人番号とを分けて管理しないため、「Ⅲ 特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク対策」において示す、生存する個人の個人番号と同様の管理を行う。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生あり

 その内容
平成２５年６月１２日（水曜日）、山口県東京事務所で発行しているメールマガジン「やまぐち便り」を送信
した際に、誤って１６１件のメールアドレス及び１３９人の氏名を付記した状態で送信した。

 再発防止策の内容

このような事が二度と生じることのないよう、今後電子メールの配信に細心の注意を払うよう所属職員に
対し周知徹底するとともに、今後の配信にあたっては複数職員による送信前のチェックを徹底する。
また、情報管理担当課による研修においても当該案件を取り上げ注意喚起を行うとともに、セキュリティ
監査におけるヒアリング項目にメール送信に関する事項を新たに追加し送信方法について、確認、指導
することとした。

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし]

3） 十分に行っていない

十分に行っている

特に力を入れて行っている

[

[
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Ⅳ リスク対策（その他）

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

＜税務システム及び国税連携システムの運用における措置＞
①以下の観点で自己監査（内部監査）を年に一度実施。
・評価書記載事項と運用実態のチェック
・個人情報保護に関する規定、体制整備
・個人情報保護に関する人的安全管理措置
・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育
・個人情報保護に関する技術的安全管理措置
・委託先、再委託先の個人情報保護管理体制の運用状況
②以下の観点で情報セキュリティ監査を定期的に実施する。
・評価書記載事項を基に作成したシステム実施手順と運用実態のチェック
・情報資産に関する規定、体制整備
・情報資産に関する人的安全管理措置
・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の周知・教育
・情報資産に関する技術的安全管理措置
・委託先、再委託先の個人情報保護管理体制の運用状況
③①及び②の監査の結果を踏まえ、体制や規定を改善していく。

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検 十分に行っている[ ＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞
・中間サーバー・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、運用担
当者によるセキュリティリスクの低減、及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現する。

＜税務システムの運用における措置＞
・評価書の記載内容どおりの運用ができているか、年１回担当部署内でチェックを実施する。

＜国税連携システムの運用における措置＞
・国税連携システムの運用に係るセキュリティについて、国の指定法人である一般社団法人地方税電子
化協議会で定められた様式により、毎年、自己点検を実施している。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞

・運用規則等に基づき、中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的
に自己点検を実施することとしている。

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

＜税務システムの運用における措置＞
①新任職員に対してアクセス権限を付与した場合は、新任職員研修等の中で税務システムの利用及び
個人情報保護等に関する研修を行っている。また、継続してアクセス権限を付与して、業務に従事してい
る職員についても、各種研修会の中で、税務システムの利用及び個人情報保護等に関する研修を行
う。
②受託業者に対しては、契約内容に個人情報保護に関する特記事項を明記し、秘密保持契約を締結し
ている。また、契約締結後に、個人情報の適正管理等に関する調査を実施している。
③違反行為を行ったものに対しては、その都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となり
うる。

＜国税連携システムの運用における措置＞
担当者を、国の指定法人である一般社団法人地方税電子化協議会が毎年実施しているセキュリティ研
修会に参加させている。

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞

①中間サーバー･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施す
ることとしている。

②中間サーバー･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしている。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置＞

・運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。

3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策
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Ⅴ開示請求、問合せ

 ①連絡先
山口県総務部税務課システム管理班
７５３－８５０１　山口県山口市滝町１番１号
０８３－９３３－２２９３

 ②対応方法

・問合せ受付時に、問合せに対する対応について、特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ記
録簿に「問合せ日時」「問合せ者」「対応者」「問合せ内容」「問合せへの対応」等を記載のうえ、７年間記
録を残す。
・情報漏洩等の重大な事案に関する問い合わせについて、関係先等に事実確認を行うための標準的な
処理期間を定めている。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
山口県総務部学事文書課情報公開・文書班
７５３－８５０１　山口県山口市滝町１番１号
０８３－９３３－２５７６

 ②請求方法 指定様式による書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

本県ホームページ上に、請求先、請求方法、諸費用等について掲載予定。 特記事項

個人事業税課税マスター、不動産取得税課税マスター、軽油引取税免税証管理システム、自動車税課
税マスター、自動車税定時賦課課税一覧表、自動車取得税課税マスター、県税口座振替者一覧表、県
税口座振替依頼書、県税滞納整理票、不能欠損決議関係書類、県税収納マスター

山口県庁１階情報公開センター及び各地方県民相談室

 ③手数料等

 ⑤法令による特別の手続

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

－

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

（手数料額、納付方法：

【公文書の写しの交付を希望される場合のみ】
　○公文書１枚（面）につき１０円
　　　（日本工業規格Ｂ列５からＡ列３までの規格）
　○郵送による交付を希望される場合は、上記費用と併せて郵送料
【納付方法】
　窓口での現金納付又は納入通知書による納付等

－

[

[

有料

行っている

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]
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Ⅵ 評価実施手続

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞

平成２６年１１月７日評価書の記載内容は概ね問題ないとして了承された。以下主な意見。
○評価書の修正を行った意見
・特定個人情報の入手・使用に係る本人への明示は、具体的にわかりやすい表現にした方が良い。
・特定個人情報の保管場所における措置は、具体的に記載した方が良い。
・特定個人情報の保管期間の妥当性は、根拠となる合理的な理由を明確に記載した方が良い。
・特定個人情報の入手に係るリスク対策（本人確認の措置等）は、代理人から入手する場合があれば記
載した方が良い。
・特定個人情報の使用の記録や提供ルール等は、ログ記録や提供記録等の保管期間も特定個人情報
の保管期間と同じ期間保管した方が良い。
・情報提供ネットワークシステムとの接続に関するリスク対策は、具体的に記載した方が良い。
・個人情報の重大事件に対する再発防止策の内容は、具体的に記載した方が良い。
・特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク対策は、具体的に記載した方が良い。
・監査の具体的な内容は、委託先、再委託先の個人情報保護管理体制の運用状況の監査も行う方が良
い。
・従業者に対する教育・啓発の具体的な方法は、アクセス権限を付与する前に研修を行う方が良い。

 ４．特定個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②特定個人情報保護委員会
による審査

 ③結果

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

期間短縮なし
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 平成２６年８月２０日（水）から平成２６年９月１９日（金）までの３１日間

山口県情報公開センター、各地方県民相談室及び各県税事務所における閲覧、山口県ＨＰへの掲載、
報道機関への発表にてパブリック・コメント（意見募集）の掲載を行い、郵送、ＦＡＸ、電子メール等の手段
による意見を受け付けた。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 平成26年12月1日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容

・特定個人情報の保管・消去の保管場所の記述についての記述誤り。
・特定個人情報の入手に係る妥当性及び本人への明示について、明確な記述が必要。
・統合宛名管理システムの他のシステムとの接続先の確認。
・評価書の作成方法の確認。
・しきい値判断の時期及び基礎項目評価書作成時期の確認。
・不適切な方法で入手が行われるリスクに係る対策の記載内容の確認。
・国税連携システムに関する記載内容についての確認。
・特定個人情報の提供・移転の有無についての確認。

寄せられた意見への回答として、全ての意見について山口県としての考え方を一覧形式でとりまとめ、
山口県ホームページにて公表した。
当該一覧において、「意見内容を評価書に追記・反映する」旨の回答をしたものについては、意見内容を
踏まえて本評価書に追記・反映を行った。

 ⑤評価書への反映

平成２６年１１月７日（金）

山口県情報公開審査会の会長及び委員に情報システムの知見を有している外部有識者をオブザー
バーとして加えて第三者点検を実施。

 ３．第三者点検
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（別添３）変更箇所

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期
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